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序章 はじめに 

 

１ 公共施設等総合管理計画の見直しに当たって                   

 

  全国各地で公共施設等の老朽化対策が大きな課題となっている中、本市においても、老朽化し

た公共施設等の大規模改修や建替え及び更新に関する問題が表面化しています。 

一方で、本市を取り巻く社会経済情勢を踏まえると、今後も厳しい財政状況が続くことが予想

され、一度に大量の公共施設等の改修や建替え及び更新を行うことが難しいと考えられます。ま

た、我が国全体で少子高齢化が進む中において、本市の人口増加にも鈍化が見受けられ、将来的

には公共施設等の需要も頭打ちになることが想定されることから、都市としての成長と発展に資

する投資を確保しつつ、長期的な視点に基づき、公共施設の利用状況等や必要な事業費の確保を

見通しながら施設の更新、統廃合及び長寿命化等の推進により、適正な配置と財政負担の平準化

を目指していく必要があります。 

  本市では、総務省の要請及び指針に基づき平成 29 年 3 月に公共施設等総合管理計画を策定し、

その後の指針の改定等に対応する形で令和 3年 3 月に第 2 次計画を策定しました。 

  今回、第 2 次計画から 5 年を迎えるため、計画の基本的な考え方は承継しつつ、これまでの施

策や行財政運営の状況に対応した計画となるよう、見直しを実施しました。 

 

（公共施設等総合管理計画等の策定経過） 

 〇平成 25 年度 「東広島市の公共施設における現状と課題」及び「東広島市公共施設の適正配置

に係る基本方針」 

 〇平成 26 年度 東広島市公共施設の適正配置に係る基本計画 

 〇平成 28 年度 東広島市公共施設等総合管理計画（基本計画と合わせて H27～R2） 

 〇令和 2年度  第２次東広島市公共施設等総合管理計画（R3～R12） 

 〇令和 7年度  第２次東広島市公共施設等総合管理計画（中間見直し） 

 

２ 公共施設等総合管理計画の性格                          

 

  本市の公共施設等総合管理計画（以下、「本市の計画」という。）は、公共施設等全体を対象と

して、大きく建築物とインフラ施設に区分を行い、それぞれの視点から、持続可能な公共施設等

の体系を構築していくための基本的な方向性を示すものです。 

  建築物にはある程度の代替性があり、構造に変更を加えることや、機能の移転及び集約等によ

り他の場所に配置することも可能であることから、建物の長寿命化対策と合わせて、社会経済情

勢の変化に対応して、必要な公共サービスをどの場所で提供するのかといった適正配置の考え方

も導入する必要があります。 

  一方、インフラ施設にはそれぞれ固有の用途があり、相互に代替性を有するものではないこと

から、用途や性質に応じた保全管理や長寿命化対策が基本になります。 
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資料 総務省ホームページ 

各省庁が策定 

インフラ長寿命化基本計画 

（基本計画）【国】 

（行動計画） 【国】 （行動計画） 【地方】 

道
路 

河
川 

学
校 

（個別施設計画）  

道
路 

学
校 

（個別施設計画）  

公共施設等総合管理計画 

河
川 

３ 公共施設等総合管理計画の位置付け                              

 

 (1) 国が策定する計画との関連 

    公共施設等総合管理計画については、平成 26 年 4 月 22 日付け及び平成 30 年 2 月 27 日付

けの総務大臣通知において、全ての地方公共団体に対して、所有する公共施設等の全体の状

況を把握し、現況及び将来の見通しを分析するとともに、これを踏まえた公共施設等の管理

の基本的な方針を定める計画を策定するよう要請されています。 

    また、本市の計画は国からの要請に対応する「行動計画」に位置付けられますが、施設ご

との具体の対応方針を定めるものとして「個別施設計画」があり、これらを含めて国におけ

るインフラ長寿命化計画の体系となっています。 

    なお、本市においては、代替性や機能移転が可能であるという特徴に着眼し、施設の分類

や所管部署の違いを越えて、横断的に配置のあり方を検討する必要があることから、建築物

については「東広島市公共施設の適正配置に係る実施計画」により、施設ごとの配置方針を

定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

国が策定する計画との関連 
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 (2) 上位計画等との関連     

    本市の計画は、「第五次東広島市総合計画」を上位計画とし、これを財政運営の視点から支

える中期財政運営方針を踏まえながら、各分野における上位（基本）計画に即して実施する

施策や事業を機能の面から下支えするものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 対象とする公共施設等の範囲                          

   

「公共施設等」には様々な施設がありますが、本市の計画は、公共施設等全体を対象としつつ、「行

政財産として位置付けられている公共施設等」を中心として方針を定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象とする公共施設等の範囲及び分類 

産業施設／地域拠点／集会施設／住宅／斎場等／小学校／中学校

／給食施設／幼稚園／保育施設／児童施設／図書館／研修施設／

文化施設／スポーツ施設／消防署／消防ポンプ格納庫／無線基地

／医療施設／福祉施設／庁舎等／その他の施設 

行政財産 

建築物 

インフラ施設 公園／下水道施設／道路／橋りょう／河川構造物／港湾・漁港／

交通関連施設／その他の施設 

上位計画等との関連 
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５ 普通財産の取扱い                              

 

公共施設等は、公有財産の中で、直接に公の目的に供することとした「行政財産」と、それ以

外の「普通財産」に分類されます（地方自治法第 238 条第３項及び第４項）が、本市において普

通財産は、行政目的が無く原則として売却又は処分が可能な資産として位置付けられていること

から、大規模改修や建替えは行いません。 

このため、普通財産については、本市の計画における更新費等の算定に含めないこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ これまでの取組みの総括                             

 

本市の計画は、平成 29 年 3 月に策定し、建築物については延床面積の削減を、インフラ施設に

ついては長寿命化を、それぞれの中心的な目標として定めていました。 

数値目標としては、本市の計画の前身である「東広島市公共施設の適正配置に係る基本計画」

の基本目標を踏襲し、建築物について、総床面積 57.1 万㎡の 20％を令和 12 年までに削減するこ

ととしており、目標には到達しませんでしたが、次表のとおり、一定の成果を得ました。 

令和 3 年度に策定した第 2 次計画では、第五次東広島市総合計画（前期計画）に掲げた将来都

市像の実現のため、既存施設の予防保全と有効活用を推進しながら、都市の成長に必要な施設や

インフラへの新規投資も実施していく基本認識を明確化するために、トータルコストの最適化を

数値目標に掲げ、マクロの視点で計画を推進することとしました。 

令和 7 年度時点では、概ね計画どおりの事業費を確保・執行しているほか、予算化の優先順位

や進度調整、公共施設保全業務による維持管理等の導入により、公共施設マネジメントをさらに

進化させています。 

（数値目標とその進捗の経過） 

策定時期 計画等の名称 数値目標 進捗 

平成 28 年度 東広島市公共施設等

総合管理計画 

延床面積の削減 

・令和 2 年度までに 10％ 

 

約 6.5％ 

（R7.3 時点で 13.3％） 

令和 2 年度 第２次東広島市公共

施設等総合管理計画 

事業費の最適化 

・10 年間の事業費の目安を

1,530 億円とする。 

 

約 40％（R3～R6） 

約 590 億円 

 

 

地方自治体の財産の内訳（参考） 

地方自治体の財産
(地方自治法第 237 条第 1 項) 

普通財産(地方自治法第 238 条第 4 項) 
行政財産以外の一切の公有財産 

基金 
(地方自治法第241条第 1項) 

公有財産 
(地方自治法第238条第 1項) 

行政財産(地方自治法第 238 条第 4 項) 
普通地方公共団体において公用又は公共用に供し、又は供

することと決定した財産 

物品 
(地方自治法第239条第 1項) 

債権 
(地方自治法第240条第 1項) 

公用・公共施設 
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資料 (昭和 50 年～令和 2 年)国勢調査、(令和 7 年～)東広島市長期人口ビジョン 

第１章 公共施設等を取り巻く現況及び将来の見通し 

                      

１ 総人口や年代別人口についての今後の見通し                   

 

本市の人口は、これまで一貫して人口増加が続いてきましたが、我が国全体で少子高齢社会が

進展する中、増加基調は維持しているものの、その増加は緩やかなものとなりつつあります。こ

うした状況の中、本市の人口は長期的には減少傾向に向かうと考えられるものの、新たな施策の

展開によるまちづくりへの効果とともに、近年大きく増加傾向にある外国人市民の影響等を考慮

し、今後も緩やかな増加で推移するものと考えられます。 

こうしたことから、第五次東広島市総合計画（後期基本計画）の基本構想では、目標年次であ

る令和 12（2030）年における人口を令和 2（2020）年から約 8 千人増加の 20 万 5 千人と推計して

います。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

※端数処理の関係で、合計が一致しない場合や 100％とならない場合がある。 

人口の将来推計及び年齢３区分別人口の構成比 

2.6 2.9 3.0 2.7 2.9 2.8 2.8 2.7 2.8 2.9 2.6 2.8 3.1 3.4 3.4 3.4 3.3 3.2 3.1 3.1

7.1 
7.7 8.5 9.5 

11.3 12.0 12.7 12.5 12.3 12.1 12.4 12.6 12.6 12.4 12.6 12.8 12.8 12.7 12.5 12.2
1.2 

1.4 
1.6 

1.9 

2.3 
2.7 

3.0 3.5 4.3 4.7 4.8 5.0 5.3 5.6 5.8 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9

10.8 

12.1 
13.1 

14.2 

16.5 
17.5 

18.4 19.0 19.3 19.6 19.9 
20.5 

21.0 
21.5 21.8 22.0 22.0 21.7 21.5 21.2 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年 令和7年 令和12年 令和17年 令和22年 令和27年 令和32年 令和37年 令和42年 令和47年 令和52年

(万人)

年少人口（0～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 高齢人口（65歳以上）

推計値

23.7 24.3 22.6 
19.3 

17.4 
16.3 

15.0 14.6 14.4 14.6 13.2 13.7 15.0 15.8 15.6 15.2 14.8 14.5 14.4 14.5 

65.3 64.0 64.9 
67.2 68.7 68.5 68.6 66.6 

63.2 61.6 62.5 61.7 59.9 57.9 57.7 58.1 58.4 58.5 58.2 57.7 

10.9 11.7 12.5 13.5 13.9 15.2 

16.4 
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22.3 23.8 24.3 24.6 25.1 26.3 26.7 26.7 26.8 27.0 27.4 27.8 
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推計値
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資料 財政課 

２ 財政の状況                                  

 

本市の財政状況は、現在に至るまで、地域経済の好循環を念頭に置いた投資を継続するととも

に、行政改革による事務事業の見直し及び有利な財源の活用による一般財源の確保に一貫して取

り組んできた結果、一定程度の基金残高を確保するなど、堅実な財政運営を続けてきました。 

しかしながら、昨今の本市を取り巻く社会情勢は、海外情勢の不安定化に端を発した物価高騰

が賃金水準を上回るなど、消費も力強さを欠いており、大変厳しい状況が続いています。 

これまで上がらなかった賃金や物価に動きがみられ、日本経済の緩やかな回復が期待されてい

る一方で、海外経済の下振れによるリスク等も残っており、将来において財政運営に及ぼす影響

は不透明な状況にあります。 

このような状況下において、第五次東広島市総合計画に掲げる将来都市像の実現に向けた各種

施策を着実に実行していくため、公共施設を長期的な視点で効率的に維持管理を行っていく公共

施設マネジメントを一層推進していく必要があります。 

 

  
歳入歳出決算額の推移(普通会計決算) 

歳出 

歳入 
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1 経常収支比率・・・経常的経費に、経常一般財源収入がどの程度財源として使われたかを表したもの。この比率が

高いほど、財政構造の硬直化が進んでいるとされる。 
2 財政力指数・・・基準財政収入額を基準財政需要額で割った数値を、過去 3か年ごとに出し、これらを平均したも

の。この数値が１に近くなればなるほど、その団体は財政に余裕があるとされる。 

3 実質公債費比率・・・地方公共団体の借入金（地方債）の返済額（公債費）の大きさを、その地方公共団体の財政

規模に対する割合で表したもの。この比率が低いほど、財政状況が健全であるとされる。 
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実質公債費比率の推移 

財政力指数の推移 
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３ 公共施設等の状況                               

   

 (1)  公共施設(建築物)の概要 

    本市の所有する公共施設(建築物)は、令和 6 年度末の時点において、1,172 棟で、総床面積

は約 57.5 万㎡です（公営企業会計分を含む）。各施設はそれぞれの行政目的に応じて整備さ

れていますが、平成 17 年における合併(東広島市と、黒瀬町、福富町、豊栄町、河内町、安

芸津町)以前は市町によって立地基準が異なっていたこともあり、施設配置には地域ごとに偏

りがみられるものもあります。 

    本市の公共施設(建築物)の中で、最も多くの面積割合を占めるのが学校教育系の施設（小・

中学校及び給食施設）であり、市営住宅、行政系の施設（庁舎及び消防施設）がこれに続き

ます。 

    公共施設の保有量は、自治体の人口や面積などの条件によって大きく異なるため、一律に

適正規模を定めることは困難です。 

しかし、令和 5 年度において、人口や可住地面積が類似する自治体※を調査した結果、公共

施設の延床面積は人口一人当たり平均約 3.78 ㎡であり、本市の 約 2.87 ㎡／人は、比較対象

より約 20％以上少ない水準でした。 

こうした調査結果から、他の自治体との比較においては、本市の公共施設保有量は著しく

多いとは言えませんが、本市の都市特性に応じた機能や立地の適正化を考慮し、引き続き適

正管理に努める必要があります。 
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自治体面積（可住地）と公共施設保有量

◆人口 15 万人以上、可住地面積 200 ㎢以上 300 ㎢未満の市 

令和 5年度公共施設状況調査及び政府統計「社会・人口統計体系市区町村データ基礎データ 2023」における

自治体別可住地面積に基づく。 

東広島市，2.87 

市民一人当たり 

公共施設保有量 

（㎡/人） 
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小・中学校、給食
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 (2) 公共施設(建築物)の竣工年別の分布状況、構造別の残耐用年数 

    本市の公共施設(建築物)の整備のピークは、昭和 50 年代後半からバブル経済期にかけてに

ありますが、これらの経年劣化に伴い、今後、集中して更新時期を迎える施設が大量に発生

します。また、現段階で総建築物数の 31％以上が既に法定耐用年数を経過しており、10 年後

には約 57％が法定耐用年数を超えることとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共施設（建築物）の竣工年別の分布状況、構造別の残耐用年数 

資料 管財課 

公共施設（建築物）の延床面積の割合及び構成 

資料 管財課 

(令和 7年 12 月末時点) 

(令和 7年 9月末時点) 
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耐震化

未実施

6.9%
耐震化実

施済・耐震

性能有
16.4%

新耐震

基準

76.7%

旧耐震

基準

 (3) 公共施設(建築物)の耐震化の状況 

    建築物の耐震性能の有無については、昭和 56 年の建築基準法の改正に基づく新耐震基準に

対応して整備された施設であるかどうかが判断の１つの目安となります。 

本市の公共施設（建築物）を面積ベースで集計すると、昭和 56 年以前に整備された施設が

全体の 23.3％、それより後に整備された施設が全体の 76.7％となっており、学校施設や地域

センター等を中心に耐震性の低い施設の耐震化を進めてきた結果、耐震性を有すると考えられ

る施設の割合は 93.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4) インフラ施設の概況 

令和元年度末の時点における、本市が所有する道路や橋りょう、上下水道施設などの主な

インフラ施設は次のとおりです。 

  分類 項目 数量 単位 

道路(一般道路) 路線数 4,592 本 

総延長 2,272,018 ｍ 

面積 11,266,527 ㎡ 

その他の道路(農道及び林道) 路線数 2,462 本 

総延長 542,111 ｍ 

橋りょう(一般道路) 橋りょう数 1,446 橋 

実延長 16,207 ｍ 

面積 101,074 ㎡ 

橋りょう(農道及び林道) 橋りょう数 151 橋 

実延長 1,235 ｍ 

面積 7,335 ㎡ 

トンネル(一般道路) 本数 3 本 

実延長 930 ｍ 

河川(ポンプ場) 施設数 6 施設 

公園(自然公園等を含む) 施設数 445 施設 

港湾 施設数 67 施設 

漁港 施設数 46 施設 

下水道(産業団地汚水処理施設、 

農業集落排水処理施設を含む) 

管路総延長 646,346 ｍ 

 

公共施設（建築物）の耐震化の状況 

資料 管財課 

資料 管財課 

(令和 7年 9月末時点) 
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(5) インフラ施設の竣工年別の分布状況 

    本市が所有する主なインフラ施設のうち、橋りょう、上水道（管）、下水道（管）について、

整備された延長及び面積の竣工年別の分布状況をみると、概ね、橋りょうは昭和 35 年から平

成 2 年に、上水道（管）は昭和 50 年代の後半に、下水道(管)は平成一桁年代に整備のピーク

が存在しています。 
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 (6) 公共施設等の利用状況 

芸術文化ホールをはじめとする施設整備、東広島運動公園をはじめとする既存施設の拡

張・機能強化、道路や下水道などのインフラ整備により、公共施設等の利用者数は増え続け

ています。しかし、将来的に人口は減少局面へと移行していくことが想定されるため、長期

的な見通しを踏まえて公共施設の規模や配置等の最適化を推進していく必要があります。 

 

施設保有量の推移             （単位：㎡）                  

 
平成28年度 

（2016） 

平成29年度 

（2017） 

平成30年度 

（2018） 

令和元年度 

（2019） 

令和２年度 

（2020） 

令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

令和６年度 

（2024） 

延床面積 570,162 565,877 571,965 567,498 562,660 562,876 570,020 565,888 562,140 

うち行政

財産 
566,428 562,066 567,828 563,360 556,653 554,041 550,413 545,972 544,993 

（各年度の決算時点） 

 

 

維持補修費の推移           （単位：百万円）                  

 
平成28年度 

（2016） 

平成29年度 

（2017） 

平成30年度 

（2018） 

令和元年度 

（2019） 

令和２年度 

（2020） 

令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

令和６年度 

（2024） 

維持管理 

・修繕 1,594 1,754 1,190 1,251 1,478 1,808 2,070 2,539 2,447 

（各年度の決算時点） 

 

 

有形固定資産減価償却率の推移          （単位：％）                  

 
平成28年度 

（2016） 

平成29年度 

（2017） 

平成30年度 

（2018） 

令和元年度 

（2019） 

令和２年度 

（2020） 

令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

令和６年度 

（2024） 

有形固定

資産減価

償却率 

39.9 41.5 43.6 45.3 46.7 49.0 50.5 51.9 53.3 

（各年度の決算時点） 
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第２章 公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針 

～未来につながる持続可能な公共施設等をめざして～ 

 

公共施設等は、行政サービスの提供を通じて様々な場面で私たちの生活の豊かさや便利さを支

えていますが、前章で示した様々な問題を考慮すると、全ての施設を維持・更新していくことは

困難な状況にあることから、長期的な視点をもって公共施設等の全体の状況を把握し、更新、統

廃合、長寿命化を図るなど、将来のまちづくりに資するよう、総合的かつ計画的に管理していく

必要があります。 

  本章では、そのための取組みに係る基本的な方針を示します。 

 

１ 計画期間                                  

 

第２次計画の計画期間は、令和 3年度から 12 年度までの 10 年間としています。 

また、社会経済情勢の変化や本市の行財政運営の状況に対応した計画となるよう、令和 8 年度

から 12 年度までの 5 年間を第 2 期計画と定め、見直しを行いました。 

 

公 共施設等 

総合管理計画 

   第１次計画 

 

                   第２次計画 

 

公 共施設の 

適 正配置に 

係る実施計画 

     第１期計画    第１期計画    第２期計画 

 

個別施設計画 
 

 

 

R3～R7 年度 H28～R2(暦年) R8～R12 年度  

各計画で個別に期間を設定 

 H27～R2(暦年) 

H29.3 策定 

抜本的見直しにより
第２次計画に移行 

公共施設の適正配置に係る 
基本計画を策定した年 

 R3～R12 年度 
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２ 全庁的な取組体制の構築及び情報管理・共有方策                

 

本市の計画を全庁的な連携・協力体制のもとで推進するため、市長をトップとする推進体制を

整備し、公共施設の総合的な管理に取り組みます。 

また、令和 7 年度に設置した公共施設マネジメント担当部門を中心に、ファシリティマネジメ

ント1の視点から、施設の改修・更新の進度調整などを行いながら、本市の計画を着実に推進しま

す。併せて、公共施設等に係る維持管理、修繕、更新等の情報を一元的に管理及び集約するデー

タベースの構築に取り組みます。 

さらに、公共施設利活用検討推進委員会を遊休資産の活用を検討する機関として位置づけ、最

高意思決定機関である経営戦略会議において最適な判断・選択ができるよう、活用方針の整理や

活用策の企画立案を行います。 

加えて、公共施設マネジメント担当部門においては職員の意識醸成と知識習得が極めて重要で

あるため、若手職員を中心とした研修を実施し、全職員が一定の水準で考え方を共有できるよう

取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 ファシリティマネジメント・・・企業、団体等が組織活動のために施設とその環境を総合的に企画、管理、活用す

る経営活動。土地、建物、構造物、設備等の全てを経営にとって最適の状態にすること。 
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３ 現状及び課題に関する基本認識                        

 

前章で指摘したとおり、本市の財政状況で全ての公共施設等を維持し、更新し続けることは困

難です。また、老朽化や耐震性の問題などに対処せず、適切な維持管理が行われないまま使用を

続けると、最悪の場合には施設やインフラの崩壊等により重大な事故が発生する恐れがあります。 

その一方で、本市の場合、都市計画道路や下水道等の都市の骨格となる施設について、都市の

成長に沿った形でさらなる整備を進めていく必要があり、地域経済の活性化や活力の創出につな

がる施設、雨水排水対策や急傾斜地等の安全・安心にかかわる事業など、こうした新たな公共投

資や施設の整備を全て取りやめることはできません。 

このため、公共施設等を総合的に管理していくに当たっては、人口構成や住民ニーズの変化等

を踏まえ、新たな施設整備、統廃合、更新、複合化及び維持管理等、全体的な視点からマネジメ

ントを行っていくことが重要です。とりわけ、予防保全の考え方を取り入れた維持管理や、改修

や更新における内容や時期の精査は、今後の持続可能な公共施設マネジメントを実現する上で重

点的に取り組んでいく必要があります。 

さらには、平成 17 年の周辺町との合併から 20 年を経過し様々な行政機能の配置が変化する中

で、未利用の建物や空間が生じているものもあります。地域に必要な機能やサービスを維持しつ

つ、地域の活性化に繋がる利活用も課題となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

統合化 
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資料 管財課 

 

 

 

  

完成予想図 

高屋西地域センター・高屋中央保育所複合 
地域拠点施設整備事業 

（令和６年度～令和７年度） 

河内中･小学校 
施設整備事業 

（令和２年度～令和３年度） 

校舎棟 

（H19 建築） 

屋内運動場 

（H19 建築） 

屋外倉庫棟 

（H19 建築） 

駐輪場 

（H19 建築） 

再配置前 ３施設 

既存 

屋内運動場 

（H19 建築） 

既存 

駐輪場 

（H19 建築） 

 

再配置後 １施設 

高屋西地域 

センター 

（S43 建築） 

高屋中央 

保育所 

（S51 建築） 

再配置前 ２施設 

再配置後 1 施設 

校舎棟 

（S58 建築） 

屋内運動場 

（S51 建築） 

プール 

（H6 建築） 

プール付属棟 

（H6 建築） 

①河内中学校 

校舎棟 

（H5 建築） 

屋内運動場 

（H5 建築） 

プール 

（H6 建築） 

プール付属棟 

（H6 建築） 

②河内小学校 

③河内西小学校 

複合化 統合化 

新築 

プール 

（R3 建築） 

新築 

消防ポンプ室 

（R3 建築） 

共用 

河内中･小学校 

    
 

 

認定こども園 

たかや 

（R7 建築） 
高屋西地域 
センター 

（R7 建築） 

   

 

連携 
既存 

中学校 

校舎棟 

  （H19 建築） 

新築(増築) 

小学校 

校舎棟 

（R3 建築） 

 

  

［交流促進機能］ 
・世代間交流 

・地域交流の活性化 
・地域共生の場の創出 
・生涯学習講座の開催 
・施設や駐車場の相互利用 
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４ 公共施設等の総合的な管理に関する基本的な考え方                   

 

(1) 公共施設（建築物）に関する基本方針 

  将来の人口や年齢構成の変化等に伴い生じる公共施設（建築物）に対する需要や市民ニー

ズの変化に対応するために、ファシリティマネジメントの観点から公共施設（建築物）の保

全や適正配置に取り組み、最小の費用で最大の効果を達成すべく、効率的な施設の保有及び

維持管理を推進します。 

  そのため、次の３つを基本方針として、最適化と健全性の向上を図ります。 

 ① 施設の点検・現状把握を徹底し、実態に即した保全管理を行います 

多くの施設において法定耐用年数が到来する中で、全ての施設を画一的に改修・更新す

ることは困難であるため、計画性のある施設管理を前提としつつ、常に施設の実態に即し

た保全に努め、前倒しも含めた最適な優先順位の下で時期や手法を選択し、事業を実施し

ます。 

また、施設の実態を踏まえて計画そのものも見直しを進めます。 

 ② 施設の整備や管理は、民間活力の導入など幅広く検討して実施します 

    直営でなければ目的が達成できないものを除き、PFI やリース方式など様々な手法につい

て、その導入目的を明確にしつつ幅広く検討し最適な手法を選択します。 

 ③ ファシリティマネジメントを重視して運用します 

    施設とその環境を総合的に企画・管理・活用するというファシリティマネジメントの視

点に立って、保有する施設が最大限効率的、効果的に機能発揮できるよう予防保全や長寿

命化など、施設を総合的に把握し、全体最適化を目指します。 

 

(2) インフラ施設に関する基本方針 

インフラ施設にはそれぞれ固有の用途があり、インフラ施設が相互に代替性を有するもの

ではない場合が多いことから、建築物のように複合化や転用を当てはめることは容易ではあ

りません。このため、現存施設における維持管理や更新については、安全性や健全性の確保

を最優先としつつ、必要な機能や性能を維持しながら可能な限り費用を抑制し、平準化して

いくことが対策の中心になります。また、日常生活や経済活動における基盤となる社会資本

整備も引き続き必要です。 

本市では、こうした社会資本整備に関する基本的な取り組み方針等を示すため、令和 7 年 4

月に「東広島市社会資本未来プラン」を策定しました。このプランにおいて示す基本的な考

え方やインフラ施設ごとに策定した長寿命化計画等に沿って、安全性や健全性の確保を図り

つつ、トータルコストの縮減や財政負担の平準化に取り組み、今後のインフラ施設の整備や

維持管理を適切に推進していきます。 

 

(3) 数値目標 

  普通会計において、令和 3 年度から令和 12 年度までの公共施設等の維持修繕・改修・更新・

整備等に係る費用の最適化の目安を 1,600 億円とします。 

  令和 3 年度から令和 12 年度までの 10 年間を集中的に予防保全に取り組むべき期間と位置

付け、義務的経費が増加する中でも、全体的な財政運営の中で、普通建設事業費及び維持補

修費への充当額を可能な限り維持するよう努めて、既存施設の維持補修や改修を推進します。 
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≪事業費の補足説明≫ 

① 令和 3 年度から令和 6 年度までの執行済額…… 590 億円 

毎年度の予算編成において改修や新規投資の時期や内容を精査しつつ、必要な事業

を着実に実施した。 

② 令和 7 年度から令和 12 年度までの計画額 ……1,010 億円 

これまでの4年間における社会経済情勢の変化や行財政運営の取り組み方針等※を踏

まえ、改めて事業費の試算を行った。 

 

 

≪内訳等≫                            （普通会計） 

項目 事業費 説明 

①保有する公共施設の維持管

理、改修等への投資 

635 億円 公共施設等（道路・橋梁等のインフラを含む。）

の数量や統廃合の実績・計画等により試算 

②新規整備等、①以外の投資 260 億円 成長を続ける本市の都市特性への対応 

①・②の賃金・物価上昇分 115 億円 単年度 5％ 

合計（R7～12） 1,010 億円 約 168 億円/年 

◆全体事業費は目安であり、予算の確保や個別の事業実施を織り込んだものではない。 

◆施設の状況等を踏まえ、毎年度の予算編成において事業内容や事業費の精査を行う。 

 

(4) 公共施設等の総合的な管理に関する実施方針 

  ① 点検・診断等の実施方針 

    公共施設等の安全確保や老朽化の進行を把握するために、法定点検に加えて日常的な点検

を実施します。点検方法は、学校や保育所等において導入した公共施設保全業務のほか、他

の施設（指定管理者制度を導入している施設を含む。）においても施設管理職員による日常的

な点検実施の定着を図ります。 

  ② 維持管理・修繕・更新等の実施方針 

    限られた財源の中で施設の安全を確保していくには、現状把握の追求による箇所や内容の

絞り込み、手法の工夫や、重要度・緊急度に基づく適切な優先順位付けを総合的に実施する

必要があります。このため、令和 7 年度に改修・更新等の計画を公共施設マネジメント担当

に集約し、全庁的な視点での調整・検討を行う取り組みを導入しました。今後も、この取り

組みの定着を図ります。 

また、不具合や故障を予見して事前に修繕を行う予防保全を実現するため、先行した取り

組みである公共施設保全業務での取り組み成果等を他の施設にも波及出来るよう努めます。 

  ③ 安全確保の実施方針 

施設を安全に運営するには、日常的な点検・評価を行うことにより、公共施設等の状態を

正確に把握し、小さな変化を見逃さないことが非常に重要です。このため、施設管理職員が

自ら行う点検や、利用者等からの点検や気づきを受けて異常を把握することにより初動体制

を整えます。（学校、保育所等については、⑤に記載する公共施設保全業務において施設点検

を導入しました。） 

    また、危険性が認められた公共施設等については、応急的な修繕を行うほか、利用中止及

び危険防止柵の設置等の必要な措置を直ちに行います。 

 

※：賃金・物価の上昇、中期財政運営方針の策定、社会資本未来プランの策定、施設の
統廃合等に基づく最新の施設台帳の活用 
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④ 耐震化の実施方針 

本市では、公共建築物においては、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」及び「東広島

市耐震改修促進計画」に基づき、加えてインフラ施設においても、引き続き耐震化の推進に

努めていきます。 

  ⑤ 長寿命化の実施方針 

    長期継続的に保有していく公共施設等については、トータルコストの削減を図るために、

個別施設計画に基づいた長寿命化対策を実施します。加えて予防保全の実現を目指した維持

管理に取り組んでいく必要があります。このため、令和 6 年には、学校、保育所等の巡回点

検と効率的な修繕発注を集約した業務（公共施設保全業務）を導入しました。今後、点検結

果から施設の劣化度を把握し改修の時期や内容に反映していく取り組みをさらに進め、長寿

命化対策を強く推進します。 

  ⑥ ユニバーサルデザイン化の推進方針 

    ユニバーサルデザイン 2020 行動計画（平成 29 年 2 月 20 日ユニバーサルデザイン 2020 関

係閣僚会議決定）におけるユニバーサルデザインの街づくりの考え方を踏まえ、障害の有無、

年齢、性別、人種等にかかわらず、多様な人が利用し易い公共施設等となるよう、計画的に

改修・更新を進めます。 

    近年、障がい者等を包容する社会の仕組みや建物等を表す際に「インクルーシブ」という

用語が浸透しつつあります。こうした社会に定着しつつある考え方や仕組みなどを機敏に捉

え、必要に応じて公共施設マネジメントに取り込んでいくよう努めます。 

⑦ 脱炭素化の推進方針 

本市は、脱炭素社会の実現を目指し、令和 32（2050）年に温室効果ガスを実質ゼロにする

「ゼロカーボンシティ」を目指すことを宣言しています。また、東広島市地球温暖化対策実

行計画において温室効果ガス削減目標※１を設定していることから、具体的な取り組み方針を

次に示します。 

ア LED 照明への更新 

    令和 7（2025）年 10 月時点における LED 照明への更新状況は、約 34％※２となっていますが、

2027 年末をもって蛍光管の製造・輸出入が禁止されることから、令和 12（2030）年度までに

LED 照明への更新が概ね完了するよう※３、取り組みを強化していきます。 

    更新にあたっては、トータルコストや費用の平準化の視点のほか、蛍光管の製造等の禁止

期限が迫るため調達スピードも評価しながら、以下のような基本方針に基づき施設ごとの調

達手法を定め、更新を進めます。 

対象施設 整備手法 理由等 

大規模施設 令和 12（2030）年度

までに改修工事の予

定あり 

改修工事 他の改修内容と一体で実施することに
より、間接経費の低減を図ることが出来
る。補助金、地方債の活用も可能。 

令和 12（2030）年度

までに改修工事の予

定なし 

リース方式等※ LED 照明への更新のみを内容とする工
事はコストが割高となるため、費用の平
準化が可能なリース方式が適する。 

小規模施設 その他の規模の小さ
い施設（保育所、集
会所等） 

修繕発注 費用規模が小さいため、調達期間が短く
地方債も活用できる修繕発注が適する。 

※地域新電力会社の介在により第三者が設置、所有する調達スキーム（検討中）を含む。 
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イ 環境負荷の低い施設への移行 

公共施設への太陽光発電設備の導入や、省エネ・創エネを組み合わせて建築物のエネルギ

ー収支ゼロを目指す ZEB※４の導入を推進し、環境負荷の低い施設への移行を促進します。 

取り組み項目 適用する施設の例示又は考え方 

太陽光発電設備の導入 令和 12（2030）年度までに設置可能な建築物の約 50％以上に設置※３ 

ZEB※４ 新築・増改築する建築物で、省エネ基準適合が義務付けられた建物は、

原則 ZEB oriented 相当※５以上を目指します。 
 

ウ 温室効果ガス排出量が少ない電力への転換 

エネルギーの地産地消を目指している東広島スマートエネルギー（株）の温室効果ガス排

出量が少ない電力や、広島中央エコパークにおけるごみ焼却熱を活用して発電した電力への

切り替え等に引き続き努めていきます。 

※１：平成 25（2013）年度比において、令和 12（2030）年度に 57％、令和 32（2050）年度に

100％の削減を目標としている。 

※２：100 ㎡以上の公共施設（建築物に限る。）において、全部又は一部を LED 照明に更新し

たものの割合。 

※３：東広島市ムーンショット型次世代環境都市実現計画における目標値 

※４：資源エネルギー庁「ZEB ロードマップフォローアップ委員会取りまとめ」における

「NetZeroEnergyBuilding」の略。 

※５：創エネルギー（再生可能エネルギーに伴う一次エネルギー消費量の削減分）を含めた値

とする。 

  ⑧ 統合・廃止の推進方針 

建築物については、用途別の需給の状況分析に努めつつ、利用状況や耐用年数、公共サー

ビスとして維持すべき機能や規模等の観点を総合的に勘案し、配置と量の最適化を図ってい

きます。 

また、建物更新時における周辺施設との複合化の検討を公共施設マネジメント部門が主体

となって行います。用途等によっては、民間の空きテナント等の活用も幅広く検討します。 

⑨ 保有する財産（未利用資産）の活用や処分に関する基本方針 

財源確保や管理コストの低減を図るため、行政用途がなくなる等の未利用資産について、

それぞれの規模や立地等などの特性に応じて活用や処分に対する基本的な方針を整理し、こ

れに沿って管理し活用や処分を進めていきます。また、方針の定まったものについては、積

極的に情報発信を行っていきます。 

 保有の有為性（公共用途のポテンシャル） 

高 低 

市場性 

高 
継続保有又は貸付（短期） 

例）市街地のまとまった土地 

処分又は貸付 

例）市街地の小規模な土地 

低 

貸付（短期～中期） 

例）郊外地だが公共施設に隣接し

た土地など 

処分・活用が困難のため継続保有 

例）郊外地の小規模土地や山林など 
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  ⑩ 総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針 

公共施設マネジメント担当を中心として計画の進行管理を行いつつ、施設所管課と相互に

連携しながらそれぞれの施設管理を行うことにより、本市の計画の実効性を高めます。また、

その進捗状況は、経営戦略会議を通じて全体共有を図り、随時課題点や改善策等を検討して

いきます。 

(5) 将来的なまちづくりの視点からの検討 

    本市の人口は、我が国全体で進む少子高齢化の影響を受け、長期的には徐々に減少の方向

に向かうものと考えられます。 

    こうした中で、本市が引き続き都市としての成長を目指していくためには、市街地の無秩

序な拡散を抑え、都市機能が集約されたコンパクトシティの形成に取り組むとともに、公共

施設（建築物）が提供するサービスについても機能の集約を図り、質の向上を図っていく必

要があります。 

    そのため、各地域の拠点地区に、施設の複合化を含めて公共サービスの集約を図るととも

に、各地区に全ての機能を備えるフルセット型の施設配置を目指すのではなく、公共交通の

充実等のソフト的な施策による補完も含め、地域間連携により機能を補い合うことで必要な

サービスを提供できるよう取り組みます。 

    また、不要な投資や機能の重複を抑え、公共施設（建築物）が提供するサービスの平等性

を担保するために、公共施設（建築物）の配置については原則として地理的な設置基準を設

定し、施設によっては標準的な規模等の検討を行います。 
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(6) 公共サービス保全の優先度 

全ての既存の公共施設等を市が継続して保有していくことは難しい、ということが総合管

理に取り組む前提であり、どの公共サービスを優先的に保全していくのか、あらかじめ考え

方や方向性を整理しておく必要があります。 

そのため、インフラ関連施設、消防及び救急等の災害及び緊急時の対応施設、他に代替場

所のない避難施設（広域避難場所）等、安全・安心にかかわる施設や、市民生活に欠くこと

のできない施設については優先的に保全を図ることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共施設（建築物）のサービス水準と設置規模の考え方 

 
概ねの設置範囲 代表的な施設   イメージ 規模 

全市、広域都市圏 くらら、道の駅  全市・広域 大 

日常生活圏域・町 支所、出張所  町 町  

自治協設立範囲 小学校、地域ｾﾝﾀｰ  自 自 自 小 

 
※設置範囲が広くなるほど、施設の数は少なく、対象となる市民の数が多くなるため、

基本的に施設の規模は大きくなる。 

拠点地区における公共施設（建築物）の集約のイメージ 

非代替
施設 

低稼働
施設 

老朽施設、耐震
化未実施施設等 

集約によるサービスの向
上、にぎわいの創出 

機能集約 
複合施設化 

ランニング 

コスト 

更新 

コスト 

住民 

満足度 

ランニング 

コスト 

更新 

コスト 

住民 

満足度 

（イメージ） 
拠点地区の施設 
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(7) 圏域を超えた広域的な連携の検討 

  高度経済成長期に建設された公共施設等の老朽化がもたらす問題は、本市だけのものでは

なく、国及び県や他の自治体にとっても共通であり、今後の社会経済情勢を考慮すると、よ

り広域的な視点から公共施設等の配置を検討していくことが必要です。 

現在、本市においては上下水道、消防、廃棄物処理等において近隣の自治体と協力して事

業を行っているところですが、今後は既存の施設の有効活用に加え、高度医療、大規模な運

動施設、芸術・文化施設など、より広い分野でネットワークを形成し、必要な機能について

検討を行うとともに、施設の相互利用、共同管理等について調整を行っていく必要があると

考えられます。 

 

(8) 民間活力の活用（ＰＰＰ2／ＰＦＩ3等） 

  今後、より厳しくなっていくと考えられる財政状況を踏まえ、公共施設等に対する市民ニ

ーズの多様化に対応していくためには、公共施設等の整備及び施設が提供するサービスをよ

り効率的かつ効果的なものとしていく必要があります。 

  本市においては、指定管理者制度を積極的に導入し、公共施設等の維持管理及び運営に民

間企業や各種地域団体の協力をいただいているところですが、これらに加え、公共施設等の

整備及び更新についても、民間の経営資源を積極的に活用していくことが必要です。 

    そのため、例えば、エスコ事業4の導入により光熱水費の削減を図りつつ老朽化した設備を

更新することや、新たに施設の建設が必要となった場合にも、民営化やＰＦＩによる施設整

備、リース方式の採用で初期投資を抑えるといった様々な手法の中から、最適なものを選択

できるよう検討を行います。 

また、施設の効果的な運営や財源確保に資するため、令和 7 年 11 月に策定した「ネーミン

グライツ導入に関する基本方針」に沿ってネーミングライツの導入を推進します。 

 

(9) 固定資産台帳の活用 

公共施設等の現状を把握するに当たり、施設の点検等による日常的な状態把握が何よりも

重要ですが、これに加えて、老朽化の状況や維持管理、修繕、更新等に係る中長期的な経費

の見込みを含めてコストを分析し、限られた財源を効果的に配分していく必要があります。 

そのため、統一的な基準による財務書類等の作成を行うために整備した固定資産台帳を活

用することにより、公共施設等を資産価値の面から正しく把握し、施設別、事業別等の類型

別の財務状況の経過を中長期的に把握することで、適切な資産管理を行うとともに、本市の

計画を推進していく上でのマネジメント能力の向上につなげます。 

 

 

 

 

 

 
2 PPP・・・Public Private Partnership の略。行政部門と民間部門のパートナーシップ(協働)により、限られた資

源の有効活用を図り、公共サービスの質的向上や社会的便益の向上の実現を目指すもの。 
3 PFI・・・Private Finance Initiative の略。PPP で位置付けられる事業方式の中で、公共施設等の建設、維持管

理、運営等を、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用することで、公共が直接実施するよりも効率的かつ効果

的に公共サービスの提供を図る事業手法。 
4 エスコ事業(ESCO 事業)・・・Energy Service Company の略。顧客の光熱水費等の経費削減を行い、削減実績か

ら対価を得る事業の手法。 
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(10) 市民との情報共有 

  公共施設等の総合管理は、地域の将来的なまちづくりのあり方にも影響する問題であり、

施設の削減を含め、公共施設等が提供するサービスを全体としてより効果的かつ効率的なも

のとしていくためには、市民の皆様と問題意識を共有し、ともにこの問題の解決に取り組ん

でいくことが必要です。 

  そのため、インターネットや出前講座の機会を活用して積極的に情報の共有を図り、計画

策定から実施に至る段階や、説明会等の様々な場面で意見を述べる機会を提供しながら取組

みを進めます。 

 

５ ＰＤＣＡサイクルの推進方針                         

 

本市の計画を着実に推進するためには、公共施設等の状況を正確に把握するとともに、計画立

案から事業の実施、事業の評価、改善策の検討といったＰＤＣＡサイクル5が機能することが必要

です。 

そのため、公共施設利活用推進検討委員会で進捗状況を管理しながら取組みを進めるとともに、

5 年ごとの見直し時期において、達成度等の評価を行い、その結果を踏まえて、本市の計画の見直

しと充実を図ります。 

評価結果については、議会への報告、ホームページでの公表等により、幅広い意見の収集と丁

寧な説明に努めます。 

 

  

 
5 PDCA サイクル・・・計画の立案(Plan)、実施(Do)、結果の評価(Check)、改善(Action)という４つの段階を繰り返

すことにより、継続的に事業を改善する手法。 
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６ 本市の計画の推進による効果（公共施設等の維持管理、修繕、更新等に係る中長期 

  的な経費の見込みやこれらの経費に充当可能な財源の見込み等）             

 

これまでの 4 年間（R3～R6）における社会経済情勢の変化や行財政運営の取り組み方針等を踏ま

え、また、本計画に示す公共施設等の総合的な管理に関する基本的な考え方等に基づき、今後 6 年

間（R7～R12）における公共施設の維持管理・修繕、改修・更新等に要する経費の目安を試算しま

した。 

また、本市の更なる発展のためには引き続き社会資本整備への投資が必要であることから、既存

施設の適切な管理を前提としつつ、財政健全性や投資可能額を慎重に見極めながら、引き続き新規

投資を行っていく必要があります。 

こうした本市の都市特性を念頭に 6 年間（R7～R12）を 1,010 億円として、既存資産の最適化と

新規投資の調和による全体最適を追求していきます 

なお、令和 3 年度からの 10 年間における全体事業費は、1,600 億円（70 億円増）となります。 

 

（１）令和 3年度から令和 12 年度までの 10 年間の公共施設の維持管理･更新等に係る経費の見込み 

ア 普通会計                               （単位：億円） 

 維持管理・修繕 

① 

改修・更新等 

② 

合計 

（①＋②） 
財源見込み 

現在要して 

いる経費 

（過去４年平均） 

建築物（A） 50 465 515 

国費 25％ 

地方債 45％ 

45 
 うち R7～12(a+b) 30 305 335 

ｲﾝﾌﾗ施設（B） 195 430 625 
60 

 うち R7～12(a+b) 125 260 385 

計（A＋B） 245 895 1,140 
105 

 うち R7～12(a+b) 155 565 720 

全体事業費（新規投資 460 を含む。） 1,600 
148 

 うち R7～12（新規投資 290 を含む。） 1,010 

イ 公営事業会計                             （単位：億円） 

 維持管理・修繕 

① 

改修・更新等 

② 

合計 

（①＋②） 
財源見込み 

現在要して 

いる経費 

（過去４年平均） 

ｲﾝﾌﾗ施設 20 90 110 国費 50％ 

地方債 50％ 
7 

 うち R7～R12 15 70 85 

○事業費は目安であり、予算の確保や個別の事業実施を織り込んだものではありません。 

○施設の状況等を踏まえ、毎年度の予算編成において事業内容や事業費の精査を行います。 

〇財源見込みは、過去の実績を参考としています。 

〇賃金・物価の上昇への対応分を含みます。 

 

（２） 効果額等について 

ア 建築物 

建築物については、必要な行政サービスごとに保有量の適正化を図るとともに、一定の性能や

安全性を長期間にわたって発揮、維持し続けていく必要があります。 

本市では、中長期にわたって継続保有する施設を対象として平均 60 年で建て替えを行うと想定

し、20 年目と 40 年目に長寿命化工事を行う場合と耐用年数経過後に単純更新を行う場合とのコス
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ト比較を行い、令和 3年度から 12 年度までの 10 年間で、約 378 億円（1,043 億円→665 億円）の

コスト削減を見込んでいます。 

また、令和 32 年度までの 30 年間では、同様の条件下において、約 492 億円（2,131 億円→1,639

億円）のコスト削減を見込んでいます。 

イ インフラ 

インフラについては、構造的な補強による長寿命化対策と劣化調査により事後保全型で機能維

持していくものとがあり、安全管理上のリスクやコスト規模の観点から適切に管理方針を選択し

ていく必要があります。 

本市では、重要構造物の大部分を占める橋梁について、長寿命化対策に重点を置いた維持修繕

計画を定め、点検と診断により管理水準や目標を定めた上で優先順位付け等を行い、令和 7 年か

らの 60 年間で約 171 億円（526 億円→355 億円）のコスト削減を見込んでいます。このほか、ト

ンネルや道路付属物についてもそれぞれの長寿命化計画においてコスト削減の考え方等も含めた

管理方針を策定しています。 

一方、表層劣化が主となる道路舗装については、劣化調査を踏まえた優先順位付けを行った上

で、劣化状況に基づく事後保全的な維持管理を行っています。 
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第３章 施設グループごとの方針 

 

 

 

 

 

 

 

 本章においては、本市に係る公共施設等を機能別のグループに分類し、施設の概要・

役割・現状・将来的なニーズ等を整理し、今後の取り組みについて基本的な方向性を

示しています。 

 

 基本方針に掲げる３原則は、全施設グループの共通項目とします。 

   ＜建築物＞ 

①施設の点検・現状把握を徹底し、実態に即した保全管理を行います 

②施設の整備や管理は、民間活力の導入など幅広く検討して実施します 

③ファシリティマネジメントを重視して運用します 

   ＜インフラ施設＞ 

社会資本整備に関する基本的な取り組み方針等を示すため、令和 7年 4 月に「東

広島市社会資本未来プラン」を策定しました。このプランにおいて示す基本的な

考え方やインフラごとに策定した長寿命化計画等に沿って、健全性や安定性の確

保を図りつつ、トータルコストの縮減や財政負担の平準化に取り組み、今後のイ

ンフラ施設の整備や維持管理を適切に推進していきます。 

 

 施設グループごとに、東広島市公共施設に係る実施計画（以下、この章において「実

施計画」という。）及び個別施設計画の対象を定めます。 

 

 本章に記載のない施設及び事項については、本計画第２章のとおり扱うこととします。 
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１ 産業施設                                

 

１ 施設グループの概要及び配置状況                         

  各施設は、次のとおり設置しています。 

施設種別 西条 八本松 志和 高屋 黒瀬 福富 豊栄 河内 安芸津 合計 

道の駅 1 ‐ ‐ ‐ ‐ 1 ‐ ‐ ‐ 2 

直売所等 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 4 3 1 9 

園芸センター ‐ ‐ 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 

福富ふれあい農園 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 ‐ ‐ ‐ 1 

有害獣処理加工施設 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 ‐ ‐ 1 

 

２ 施設の役割                                   

  道の駅は、道路の利用者に対し良好な休憩場所を提供し、地域情報の受信、発信等に

よる地域間交流の促進及び農産物等の地元産品の販売による地域の活性化に寄与すると

ともに、市民の健康及び福祉の増進を図ることを目的とする施設です。 

  直売所等には、直売所、加工所、集出荷施設があり、農産物処理加工技術の向上並び

に農業経営の安定及び合理化を図ることを目的としています。 

  園芸センターは、都市近郊型農業（園芸作物）の振興及び地域農業の活性化を図るこ

とを目的とする施設です。 

  福富ふれあい農園は、市民に野菜等の栽培を通じて自然に触れ合う場を提供し、市民

相互の交流を促進するとともに、農業の振興及び農業に対する理解を深めることを目的

とした施設です。 

  有害獣処理加工施設は、農作物や農地等に対する被害を防止するため捕獲された動物

の食肉としての活用を図るための施設です。 

 

３ 現 状                                     

（１）施設のサービス圏域 

   道の駅は、地域情報の受発信及び地域間交流を目的としており、市域を超えた広域

をサービス圏域としています。 

   直売所等は、地域雇用の創出や地域特産物の加工等を目的としており、概ね町単位

をサービス圏域としています。 

   園芸センター、福富ふれあい農園及び有害獣処理加工施設は、全市的な農業振興施

設として、市内全域をサービス圏域としています。 

（２）実施計画及び個別施設計画の対象 

   延床面積 50 ㎡以上の建築物を有する施設を実施計画の対象とし、延床面積 200 ㎡以

上の建築物を個別施設計画の対象とします。 
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（３）今後のニーズ 

   道の駅は、地域情報を受発信し地域資源を活用する施設であり、市民ニーズがある

ものと考えられます。 

   直売所等については、特定地域において一定の市民ニーズがあります。 

   園芸センターについては、農業振興の観点から一定の行政ニーズがあり、食の安全

に対する関心や農業従事者の増加によって今後も市民ニーズが増加すると考えられま

す。 

   有害獣処理加工施設は、有害獣による被害が増加している現状から、今後も市民ニ

ーズが増加すると考えられます。 

   福富ふれあい農園は、当面は、利用者数が横ばいに推移すると予想されますが、人

口減少地区にあること及び他の市民農園の存在から、長期的には、市民ニーズが緩や

かに減少することが考えられます。 

（４）特記事項 

   なし。 

 

４ 今後の方針                                   

   道の駅については、既存施設の有効活用を図ります。 

   直売所については、既存施設の有効利用を図り、加工所及び集出荷施設については、

利用実態を考慮し、地元団体等への譲渡又は廃止を図ります。 

   園芸センター及び有害獣処理加工施設は、現位置において、既存施設の有効活用を

図ることとします。 

   福富ふれあい農園については、現位置において既存施設の有効活用を図りますが、

更新はせず廃止します。 

   直売所等については、改修や整備は、施設機能を維持するために必要な範囲にとど

め、効果的・効率的な運営を図ります。 
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２ 地域拠点                                

 

１ 施設グループの概要及び配置状況                         

  地域センターは、当該住民自治協議会の範囲における利便性の高い中心地区又は小学

校と近接して設置しており、河内地域センター及び久芳地域センターは、支所と複合化

しています。 

  地区拠点施設は、当該住民自治協議会の範囲における利便性の高い地区に設置してい

ます。 

施設種別 西条 八本松 志和 高屋 黒瀬 福富 豊栄 河内 安芸津 合計 

地域センター 8 4 3 5 ‐ 3 6 6 2 37 

地区拠点施設 2 ‐ - ‐ 5 ‐ ‐ ‐ 4 11 

 

２ 施設の役割                                   

  地域センターは、住民による地域づくりに関する活動の拠点を確保するとともに、市

民協働のまちづくりの推進及び地域住民による自治の支援を図り、住みよい地域社会の

形成に寄与することを目的とする施設です。 

  地区拠点施設は、事務室と会議スペースを備えた住民自治協議会の活動拠点です。 

 

３ 現 状                                     

（１）施設のサービス圏域 

   地域センターは、貸館・生涯学習機能を備えかつ住民自治協議会の拠点であること

から、主として住民自治協議会の範囲をサービス圏域としています。 

   地区拠点施設は、住民自治協議会の範囲をサービス圏域としています。 

（２）実施計画及び個別施設計画の対象 

   独立した建築物を有する全ての施設を実施計画の対象とし、延床面積 200 ㎡以上の

建築物を個別施設計画の対象とします。 

（３）今後のニーズ 

   地域センター及び地区拠点施設については、住民自治協議会等の活動拡充に伴い、

市民ニーズが今後も増加していくと考えられますが、人口が減少している地区におい

て過大規模となっている施設については、利用率の低下が考えられます。 

（４）特記事項 

   なし。 

 

４ 今後の方針                                   

   まちづくりと地域共生社会づくりの拠点として、非保有手法も含めて、住民自治協

議会の活動範囲に各１か所確保することを基本とします。 

   施設の機能又は規模に課題のある地区拠点施設については、学校施設等の既存施設

を有効活用することで機能向上を図ります。 
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３ 集会施設                                

 

１ 施設グループの概要及び配置状況                         

   

施設種別 区分 西条 八本松 志和 高屋 黒瀬 福富 豊栄 河内 安芸津 合計 

集会施設 

地域集会所 20 16 - 4 3 3 1 4 2 53 

地域研修センター ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 1 ‐ ‐ 2 

老人集会所等 0 ‐ ‐ ‐ 1 ‐ ‐ 3 ‐ 4 

 

２ 施設の役割                                   

  集会施設には、地域集会所、地域研修センター、老人集会所等の施設があり、地域住

民にコミュニティ活動やレクリエーション活動の場を提供し、住民相互の連帯意識の高

揚と健康で文化的なコミュニティの建設とその発展に資することを目的として設置され

ています。 

 

３ 現 状                                     

（１）施設のサービス圏域 

   地域コミュニティの範囲をサービス圏域としています。 

（２）実施計画及び個別施設計画の対象 

   独立した建築物を有する全ての施設を実施計画の対象とします。また、譲渡もしく

は機能集約を予定していない施設を個別施設計画の対象とします。 

（３）今後のニーズ 

   人口増加地域においてはコミュニティ活動の活性化に伴い市民ニーズが増加する一

方、人口減少地域においては、利用率の低下により、市民ニーズが減少することが予

想されますが、いずれにしてもサービス圏域が限定的であることから、市有の必要性

は減少していくと考えられます。 

（４）特記事項 

   なし。 

 

４ 今後の方針                                   

   原則として、地元への譲渡を進め、困難な場合は廃止します。 

   市有が必要な集会所等については、整備時の条件及び環境の変化等が生じた際に、

譲渡、廃止等の検討を行います。 

   改修や整備については、原則、施設機能を維持するために必要な範囲とし、効果的・

効率的な運営を図ります。 
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４ 住宅                                  

 

１ 施設グループの概要及び配置状況                         

  各住宅は、次のとおり設置しています。 

施設種別 西条 八本松 志

和 

高

屋 

黒

瀬 

福

富 

豊

栄 

河

内 

安芸津 合計 

市営住宅等 10 7 3 4 14 4 2 6 5 55 

その他住宅 1(2) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 2(2) 

子育て世代向け賃貸住宅 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 1 

 ※ 市営住宅等は、市営住宅のほか特定公共賃貸住宅を含みます。市営住宅等と重複しているその他住宅が２住宅あります。 

２ 施設の役割                                   

  市営住宅は、公営住宅法等に基づき、市が建設、買取り又は借上げを行い、住宅に困

窮する低額所得者等に賃貸し、又は転貸することを目的とする住宅及びその附帯施設で

す。 

  その他住宅は、市営住宅等以外の市が管理し、直接供給する賃貸住宅です。 

  子育て世代向け賃貸住宅は、子育て世代に良質な賃貸住宅を提供することによって、

良好な居住環境の確保及び活力ある世帯の定住の促進を図り、地域の活性化と福祉の増

進に寄与することを目的とする施設です。 

 

３ 現 状                                     

（１）施設のサービス圏域 

   各施設は、利用者に対する地理的な要件は無く、市内全域をサービス圏域としてい

ます。 

（２）実施計画及び個別施設計画の対象 

   独立した建築物を有する全ての施設を実施計画の対象とし、延床面積 200 ㎡以上の

建築物を個別施設計画の対象とします。 

（３）今後のニーズ 

   市営住宅及び西条駅前地区再開発住宅については、利便性の高い西条地区・高屋地

区及び八本松地区において、今後も市民ニーズが増加すると考えられますが、人口減

少地域においては、市民ニーズが減少することも考えられます。 

   子育て世代向けの賃貸住宅については、これまでの利用実態から、市民ニーズの増

加は見込まれないものと考えられます。 

（４）特記事項 

   「東広島市市営住宅ストック総合活用計画・長寿命化計画」に基づき、市営住宅等

のストック（在戸数）を有効活用するとともに、長寿命化によるライフサイクルコス

トを縮減する取組みを計画的かつ効率的に進めています。 

 

４ 今後の方針                                   

現時点で県営住宅及びセーフティネット住宅を併せるとかなりの供給量があること

から、県と民間との連携により、管理戸数を増やしていく事業を実施することをせず

に、劣化状況等に応じた修繕やニーズに応じた改善により、既存ストックを最大限に

活用していきます。 

    子育て世代向け賃貸住宅については、全市的な住宅政策の中で、効果的・効率的

な運営を図るための転用（設置目的の変更）を推進します。 
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５ 斎場等                                 

 

１ 施設グループの概要及び配置状況                         

  火葬場については、市民の利便性を考慮し、ひがしひろしま聖苑を八本松町に設置し、

その他を黒瀬町、豊栄町、河内町、安芸津町に設置しています。 

  墓園については、ひがしひろしま墓園を八本松町に設置し、この他、福富町と河内町

に設置しています。 

施設種別 西条 八本松 志和 高屋 黒瀬 福富 豊栄 河内 安芸津 合計 

火葬場 ‐ 1 ‐ ‐ 1 ‐ 1 1 1 5 

墓園 ‐ 1 ‐ ‐ ‐ 1 ‐ 4 ‐ 6 

 

２ 施設の役割                                   

  火葬場は、市民に火葬、葬儀等を行うための便宜を供与し、併せて公衆衛生の向上を

図ることを目的とする施設です。 

  墓園は、市民に墳墓を設置する場所等を提供することにより、市民の福祉及び公衆衛

生の向上を図ることを目的とする施設です。 

 

３ 現 状                                     

（１）施設のサービス圏域 

   火葬場については、ひがしひろしま聖苑は概ね旧東広島市の範囲をサービス圏域と

し、その他は概ね町単位をサービス圏域としています。 

   墓園については、市内全域をサービス圏域としています。 

（２）実施計画及び個別施設計画の対象 

   延床面積 50 ㎡以上の建築物を有する施設を実施計画の対象とし、延床面積 200 ㎡以

上の建築物を個別施設計画の対象とします。 

（３）今後のニーズ 

   本市における年齢別の人口構造からすると、火葬件数は今後も増加すると考えられ、

本市におけるピークは令和 22 年頃と見込んでいます。このため、火葬場及び墓園につ

いては市民ニーズが今後も増加すると考えられます。 

（４）特記事項 

   火葬場については、建替えが困難な施設であることから、火葬炉の耐久見込み年数

を 75 年間とするよう延命化を図ることを検討しています。 

 

４ 今後の方針                                   

   施設及び設備の老朽化、人口の推移、火葬件数のピーク等を踏まえ、当面は既存施

設の計画的な有効活用を図ることとしますが、将来的には施設の集約化によって施設

数の削減を目指します。 
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６ 小学校                                 

 

１ 施設グループの概要及び配置状況                         

  学校教育法及び東広島市立小学校及び中学校通学区域に関する規則に基づき、次のと

おり設置しています。 

施設種別 西条 八本松 志和 高屋 黒瀬 福富 豊栄 河内 安芸津 合計 

小学校 10 4 1 5 5 1 1 2 3 32 

※もみじ小学校を除く 

 

２ 施設の役割                                   

  小学校は、学校教育法の定めるところにより、心身の発達に応じて、義務教育として

行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを目的とする施設です。 

 

３ 現 状                                     

（１）施設のサービス圏域 

   小学校のサービス圏域は、東広島市立小学校及び中学校通学区域に関する規則に定

める小学校区としています。 

（２）実施計画及び個別施設計画の対象 

   独立した建築物を有する全ての施設を実施計画の対象とし、延床面積 200 ㎡以上の

建築物を個別施設計画の対象とします。 

（３）今後のニーズ 

   小学校は、義務教育を適正規模で実施するために必要な施設です。人口増加地区に

おいては、児童数の増加に伴い市民ニーズが増加し、状況に応じて、仮設校舎の設置

や増築等の対応が必要になり、人口減少地区においては、児童数の減少に伴い、適正

な規模となるよう統合や減築等の検討を行う必要があります。 

（４）特記事項 

   文部科学省の補助事業を活用し、計画的に長寿命化改良工事等を進めていく必要が

あります 

   また、学校と地域が力を合わせて学校の運営に取組むコミュニティ・スクール（学

校運営協議会制度）を推進しています。 

 

４ 今後の方針                                   

   現在の配置を維持することを基本としつつ、将来的な児童数の推計及び通学距離等

を踏まえ、教育上の観点から適正配置を図ります。 

   余裕教室等を活用しての地域センター等の周辺施設の機能補完など、地域共生社会

づくりの拠点としての役割も果たすことを目指します。 

   プールについては、既存のスポーツ施設や民営プールの活用可能性を検討します。 
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７ 中学校                                 

 

１ 施設グループの概要及び配置状況                         

  学校教育法及び東広島市立小学校及び中学校通学区域に関する規則に基づき、次のと

おり設置しています。 

施設種別 西条 八本松 志和 高屋 黒瀬 福富 豊栄 河内 安芸津 合計 

中学校 4 2 1 2 1 1 1 1 1 14 

※もみじ中学校を除く 

 

２ 施設の役割                                   

  中学校は、学校教育法の定めるところにより、小学校における教育基礎の上に、心身

の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を施すことを目的とする施設です。 

 

３ 現 状                                     

（１）施設のサービス圏域 

   中学校のサービス圏域は、東広島市立小学校及び中学校通学区域に関する規則に定

める中学校区としています。 

（２）実施計画及び個別施設計画の対象 

   独立した建築物を有する全ての施設を実施計画の対象とし、延床面積 200 ㎡以上の

建築物を個別施設計画の対象とします。 

（３）今後のニーズ 

   中学校は、義務教育を適正規模で実施するために必要な施設です。人口増加地区に

おいては、生徒数の増加に伴い市民ニーズが増加し、状況に応じて、仮設校舎の設置

や増築等の対応が必要になり、人口減少地区においては、生徒数の減少に伴い、適正

な規模となるよう統合や減築等の検討を行う必要があります。 

（４）特記事項 

   文部科学省の補助事業を活用し、計画的に長寿命化改良工事等を進めていく必要が

あります 

 

４ 今後の方針                                   

   概ね町単位に１か所以上配置することを基本としつつ、少子化の動向等を踏まえ、

将来的に生徒数に対して規模が過大となる施設については、適正規模化を進めます。 
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８ 給食施設                                

 

１ 施設グループの概要及び配置状況                         

  学校給食は、調理後２時間以内に喫食する必要があるため、調理時間及び各受配校の

給食開始時間を勘案し、小学校は 40 分以内、中学校は 50 分以内に配送できるように設

置しています。 

施設種別 西条 八本松 志和 高屋 黒瀬 福富 豊栄 河内 安芸津 合計 

給食センター 2 ‐ ‐ ‐ ‐ 1 ‐ ‐ 1 4 

 

２ 施設の役割                                   

  給食施設は、小学校、中学校の学校給食のため、その調理等の業務を処理する施設と

して、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定に基づき設置された施設です。 

 

３ 現 状                                     

（１）施設のサービス圏域 

   給食センターは、給食を受配する学校のある範囲をサービス圏域としています。 

（２）実施計画及び個別施設計画の対象 

   独立した建築物を有する全ての施設を実施計画の対象とし、延床面積 200 ㎡以上の

建築物を個別施設計画の対象とします。 

（３）今後のニーズ 

   給食センターは、栄養バランスのとれた安全・安心な学校給食を提供する施設であ

り、今後も継続して提供していくべきものと考えられます。 

（４）特記事項 

   なし。 

 

４ 今後の方針                                   

   配食数の推移や今後の動向を踏まえ、効率的なサービスの提供が可能となるように

再編した現在の配置を維持します。 
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９ 幼稚園                                 

 

１ 施設グループの概要及び配置状況                         

  幼稚園については、市民の需要と利便性を考慮し、西条町に設置しています。 

施設種別 西条 八本松 志和 高屋 黒瀬 福富 豊栄 河内 安芸津 合計 

幼稚園型認定こども園 1 - ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 

 

２ 施設の役割                                   

  幼稚園は、学校教育法に基づき、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、

幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助

長することを目的とする施設です。 

  この幼稚園が、保育が必要なこどものための保育時間を確保するなど、保育所的な機

能を備えて認定こども園としての機能を果たす施設を幼稚園型認定こども園と言います。 

 

３ 現 状                                     

（１）施設のサービス圏域 

   施設が設置された地域外からも乳幼児が通園しており、市内全域をサービス圏域と

しています。 

（２）実施計画及び個別施設計画の対象 

   独立した建築物を有する全ての施設を実施計画の対象とし、延床面積 200 ㎡以上の

建築物を個別施設計画の対象とします。 

（３）今後のニーズ 

   令和 7 年 4 月に幼稚園型認定こども園に移行したことにより、幼児教育に加えて、

低年齢児を対象とする保育も提供可能な施設となったため、今後も高い市民ニーズが

継続していくと考えられます。 

（４）特記事項 

   なし。 

 

４ 今後の方針                                   

   就学前児童への幼児教育の提供を主目的とする施設としては、市内唯一の公立施設

であることから、サービスの継続的な提供が可能となるように現在の配置を維持しま

す。 

   また、より効率的な運営を目指す観点から、幼保連携型認定こども園への移行につ

いて検討します。  
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１０ 保育施設                               

 

１ 施設グループの概要及び配置状況                         

  保育施設は次のとおり設置しています。なお、板城西保育所は、板城西小学校内に設

置しています。 

施設種別 西条 八本松 志和 高屋 黒瀬 福富 豊栄 河内 安芸津 合計 

保育所 4 2 1 3 5 ‐ ‐ 1 2 18 

保育所型認定こども園 ‐ ‐ - 1 ‐ 2 1 ‐ ‐ 4 

 

２ 施設の役割                                   

  保育所は、児童福祉法に基づき、保護者が仕事や疾病などのために家庭で児童の保育

をすることができない場合に、保護者に代わって児童を保育することを目的とする通所

施設です。 

  この保育所が、保育が必要なこども以外のこどもも受け入れるなど、幼稚園的な機能

を備えることで認定こども園としての機能を果たす施設を保育所型認定こども園と言い

ます。 

 

３ 現 状                                     

（１）施設のサービス圏域 

   保育施設については、施設を設置している町内の利用者が多いですが、地域外から

の通所者もいることから、市域全体をサービス圏域としています。 

（２）実施計画及び個別施設計画の対象 

   独立した建築物を有する全ての施設を実施計画の対象とし、延床面積 200 ㎡以上の

建築物を個別施設計画の対象とします。 

（３）今後のニーズ 

   市内には、保育ニーズが増加している地区と減少している地区があることから、将

来的な保育ニーズの推移を踏まえ、それぞれ適切な定員を確保していく必要がありま

す。 

（４）特記事項 

   将来的な保育ニーズの推移を踏まえ、全市的・長期的な視点に立って保育施設の配

置等を示す「保育所等配置基本計画」を策定しました（計画期間：令和 3～12 年度）。 

 

４ 今後の方針                                   

   概ね町単位に１か所以上配置することを基本とし、老朽化の状況と長期的な保育ニ

ーズに基づき、民間施設等の立地状況を勘案しつつ、民営化も含めた適切な施設配置

を推進します。 

   町単位に１か所のみ配置する保育施設について、保育ニーズが著しく減少した場合

は、一時的に休園することを検討します。 
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１１ 児童施設                               

１ 施設グループの概要及び配置状況                         

  いきいきこどもクラブは、小学校と円滑に連携するため、各小学校に同居又は近傍に

設置しています。 

  児童館は、黒瀬町と安芸津町に設置しています。 

 

施設種別 西条 八本松 志和 高屋 黒瀬 福富 豊栄 河内 安芸津 合計 

いきいきこどもクラブ 28 8 1 10 7 1 1 2 3 61 

児童館 ‐ ‐ ‐ ‐ 1 ‐ ‐ ‐ 1 2 

 

２ 施設の役割                                   

いきいきこどもクラブは、児童福祉法に基づき、小学校に就学している児童のうち、

保護者が労働等により昼間家庭にいないものに対し、授業の終了後等に施設を利用して

適切な遊び及び生活の場を提供することにより、その健全な育成を図ることを目的とす

る施設です。また、保護者の就労を支援する役割も担っています。 

  児童館は、児童に健全な遊びを提供し、その健康を増進し情操を豊かにするとともに、

児童の健全な育成を図ることを目的とする施設です。 

 

３ 現 状                                     

（１）施設のサービス圏域 

   いきいきこどもクラブについては、各小学校の児童を対象としていることから、小

学校区をサービス圏域としています。 

   児童館については、市内の全児童を対象としていることから、市内全域をサービス

圏域としています。 

（２）実施計画及び個別施設計画の対象 

   独立した建築物を有する全ての施設を実施計画の対象とします。なお、いきいきこ

どもクラブは小規模であるため、個別施設計画の対象とせず、児童館のみを対象とし

ます。 

（３）今後のニーズ 

   いきいきこどもクラブは、子育て環境の充実及び保護者の就労支援の観点から必要

性の高い施設であり、利用者が全市的に増加傾向にあることから、今後も市民ニーズ

が増加すると考えられます。 

   児童館は、児童に健全な遊びを提供するだけではなく、子育て支援を目的としたイ

ベントなども実施しており、また放課後の児童の居場所としての利用もあるため、今

後も一定の市民ニーズがあると考えられます。 

（４）特記事項 

   なし。 

 

４ 今後の方針                                   

   いきいきこどもクラブについては、児童数の推移や、将来の社会情勢の変化を踏ま

えて、適正な規模の施設の確保を行います。 

   児童館については、当面は、現位置で既存施設の有効活用を図ります。 

   今後は地域との交流の場としても活用できるよう、管理及び運営のあり方を見直し

ます。 
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１２ 図書館                                 

 

１ 施設グループの概要及び配置状況                         

  中央図書館は、地域図書館を統括する施設として西条町に設置し、地域図書館は、各

町の利便性の高い地区にある庁舎又は研修施設等と複合化して設置しています。 

施設種別 西条 八本松 志和 高屋 黒瀬 福富 豊栄 河内 安芸津 合計 

図書館 2 ‐ ‐ 1 1 1 1 1 1 8 

 

２ 施設の役割                                   

  図書館は、図書館法の規定に基づき、市民の図書その他の資料に対する要求に応え、

自由で公平な資料の提供を中心とする諸活動により、学園都市にふさわしい文化の香り

高いまちづくりに資することを目的とする施設です。 

 

３ 現 状                                     

（１）施設のサービス圏域 

   図書館は、地域に密着してきめ細かなサービスを提供する地域図書館と、地域図書

館を統括し、総合的なサービスを提供する中央図書館に区分されています。 

   中央図書館は市全域をサービス圏域とし、地域図書館は概ね町単位をサービス圏域

としていますが、図書等の貸出については、資料の相互配送により、全施設が全市域

をサービス圏域としています。 

（２）実施計画及び個別施設計画の対象 

   延床面積 50 ㎡以上の建築物を有する施設を実施計画の対象とし、延床面積 200 ㎡以

上の建築物を個別施設計画の対象とします。 

（３）今後のニーズ 

   図書館には、図書等の貸出やレファレンスサービスの提供、行政資料等の収集及び

保存を行う施設として一定の市民ニーズが見込まれ、市内全域へのサービスが求めら

れます。今後、中央図書館においては、交流や年代に応じた空間の確保など、利用目

的に応じたニーズが増加し、地域図書館においては、人口減少に伴い施設利用に対す

るニーズは緩やかに減少していくと考えられます。 

 

４ 今後の方針                                   

  ア 中央図書館は、図書館サービスの基幹施設として、既存建物の有効活用を図りつ

つ、大規模改修の実施に際しては、適正な施設規模と市民ニーズを踏まえた多機能

化について検討します。 

  イ 地域図書館については、引き続き各町において、利便性の高い施設との複合化を

維持し、入居施設の建替えに際しては、利用実態を踏まえた適正な規模について検

討します。 

   また、適切な維持管理と複合化を踏まえたランニングコストの縮減に努めます。 
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１３ 研修施設                               

 

１ 施設グループの概要及び配置状況                         

  市民協働センターは、総合的な市民活動の拠点であり、各種団体と行政との円滑な連

携を図るため、西条町の市役所本庁舎北館内に設置しています。 

  市民文化センターは、全市的な施設として西条町の利便性の高い中心地区に設置し、

広島県住宅供給公社と東広島市が区分所有するサンスクエア東広島内に複合化していま

す。 

  生涯学習センターは、市民の生涯学習活動を総合的に支援する施設として、黒瀬町、

豊栄町及び安芸津町に設置しています。 

  高屋情報ラウンジは、高屋地域の地域振興とＪＲ西高屋駅の待合室機能を有する施設

として西高屋駅南北自由通路に併設し、高屋図書館と複合化しています。 

創作村は、陶芸や木工の創作設備を備えた施設として豊栄町に設置しています。 

  児童青少年センターは、全市的な施設として、西条町と高屋町の利便性の高い中心地

区に設置し、サンスクエア東広島及び高屋出張所内に複合化しています。 

  人権センターのうち、東広島市人権センターは、全市的な施設として西条町に設置し、

その他の施設は、黒瀬町、河内町及び安芸津町に設置しています。 

  勤労者福祉施設である安芸津共同福祉会館は、安芸津町に設置しています。 

  農村環境改善センター及び小田地区多目的集会施設は、河内町に設置しています。 

  白市交流会館は、高屋町に設置しています。 

  旧竹仁小学校（（仮称）福富みらいベース）は、福富町に整備中です。 

施設種別 区分 西条 八本松 志和 高屋 黒瀬 豊栄 福富 河内 安芸津 合計 

市民協働センター 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 

市民文化センター 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 

生涯学習センター ‐ ‐ ‐ ‐ 1 1 ‐ ‐ 1 3 

高屋情報ラウンジ ‐ ‐ ‐ 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 

創作村 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 ‐ ‐ ‐ 1 

児童青少年センター 1 ‐ ‐ 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2 

人権センター 1 ‐ ‐ ‐ 1 ‐ ‐ 1 1 4 

勤労者福祉施設 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 1 

農村環境改善センター ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 ‐ 1 

小田地区多目的集会施設 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 ‐ 1 

白市交流会館 ‐ ‐ ‐ 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 

旧竹仁小学校 

（（仮称）福富みらいベース）  
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 ‐ ‐ 1 

 

２ 施設の役割                                   

  市民協働センターは、市民活動の総合的な促進を図り、市民協働のまちづくりを推進

することを目的とする施設です。 

  市民文化センター及び生涯学習センターは、市民に生涯学習及び交流の場を提供する

とともに、市民の生涯学習に関する活動を総合的に支援し、本市の生涯学習の振興、市

民の教養の向上及び地域文化の振興を図ることを目的とする施設です。 

  高屋情報ラウンジは、市民の交流の活性化を図るとともに、市民の学習ニーズに対応

することにより、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする

施設です。 

  創作村は、市民の文化及び芸術の振興並びに生涯学習活動の推進に資することを目的

とする施設です。 
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  児童青少年センターは、児童青少年の健全な育成と福祉の増進を目的として、児童青

少年に関する施策の推進と効果的な支援を行うことを目的とする施設です。 

  人権センターは、基本的人権尊重の精神に基づき、市民の福祉の向上、人権啓発の推

進及び市民の交流の促進を図り、すべての人の人権が尊重される社会の実現に資するこ

とを目的とする施設です。 

  勤労者福祉施設は、勤労者の福祉の増進を図るとともに、その雇用の安定に資するこ

とを目的とする施設です。 

  農村環境改善センターは、農業経営及び生活環境の改善及び合理化、住民相互の連帯

意識の高揚並びに住民自治の醸成を図り、地域社会の発展と福祉の増進に寄与すること

を目的とする施設です。 

  小田地区多目的集会施設は、地域農業の振興、生活水準の向上及び定住条件の整備を

図ることを目的とする施設です。 

  白市交流会館は、白市地区の歴史的な街なみ、伝統及び文化を守り、次代に継承して

いくための活動の振興を図るとともに、当該地区における良好な生活環境の形成を目的

とする施設です。 

 

３ 現 状                                     

（１）施設のサービス圏域 

   市民協働センターは、全市的な市民活動を促進するとともに、住民自治協議会等の

情報を発信し、市民協働のまちづくりを推進する施設として市内全域をサービス圏域

としています。 

   市民文化センター及び生涯学習センターは、市民の教養向上と文化振興に資する活

動を展開しており、市内全域をサービス圏域としています。 

   高屋情報ラウンジは、市民の交流の活性化を図る施設として、また文教地区の特徴

を生かした学生の学びや集いの新たな地域拠点として、主に高屋町をサービス圏域と

しています。 

   創作村は、市民の芸術文化活動に資する施設として市内全域をサービス圏域として

います。 

   児童青少年センターは、市内の全ての青少年を対象としていることから、市内全域

をサービス圏域としています。 

   人権センターのうち、東広島市人権センターは、人権センターの基幹施設として市

内全域を、河内人権センターは、市内北部地域における拠点として福富町、豊栄町、

河内町を、その他の施設は、所在町単位をそれぞれサービス圏域としています。 

   勤労者福祉施設の安芸津共同福祉会館は、市内全域をサービス圏域としています。 

   農村環境改善センター、小田地区多目的集会施設及び白市交流会館は、地域振興を

図る施設として、町単位をサービス圏域としています。 

（２）実施計画及び個別施設計画の対象 

   延床面積 50 ㎡以上の建築物を有する施設を実施計画の対象とし、原則として延床面

積 200 ㎡以上の建築物を個別施設計画の対象とします（区分所有の建物は除く）。 

（３）今後のニーズ 

   市民協働センターについては、住民自治協議会をはじめ各種市民活動団体の活動拠

点であるとともに、協働社会を醸成する研修施設でもあり、市民協働を推進する観点

から、市民ニーズが今後も増加していくと考えられます。 

   市民文化センターについては、さまざまな機能を持つ施設と複合していること、利

便性の高い中心地区に位置していることから利用が多く、今後も利用ニーズは増加し

ていくと考えられます。 
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生涯学習センターについては、地域課題等に根ざした学習機会の提供、地域におけ

る学習成果の活用、地域センター等への学習活動の支援といった、地域活性化のため

の学びのコーディネートへの市民ニーズが高まると考えられます。 

高屋情報ラウンジは、高屋地域における地域活動団体を中心とした持続的なまちづ

くりの活動拠点であり、かつ、本市の文教地区における市民の学習ニーズに対応する

施設として、今後も市民ニーズが高まっていくと考えられます。 

   創作村は、陶芸など創作活動の場としての市民ニーズはあるものの、施設設備が特

殊であり、利用ニーズの伸びには限りがあると考えられます。 

   児童青少年センターは、青少年の健全な育成と居場所づくりに資する施設として、

人口増加地区を中心に、今後も市民ニーズが増加すると考えられます。 

   人権センター及び勤労福祉施設については、貸館施設としての利用割合が高く、利

用者数も一定ですが、他の貸館機能を有する施設との機能重複を考慮すると、市民ニ

ーズは横ばい又は減少に向かうと想定されます。 

   農村環境改善センターは、実態としては貸館又は集会施設としての役割を担ってき

ましたが、利用ニーズは、周辺に整備された貸館機能を有する施設へ集約されると考

えられます。 

小田地区多目的集会施設は、貸館機能の利用者は減少傾向にありますが、地域住民

の避難場所として今後も一定の市民ニーズが持続すると考えられます。 

   白市交流会館は、所在地区の人口減少に伴い、市民ニーズも減少していくと考えら

れます。 

（４）特記事項 

   なし。 

 

４ 今後の方針                                   

（１）基本的な配置の方向性 

   市民協働センター、市民文化センター、生涯学習センター及び高屋情報ラウンジに

ついては、現位置において既存施設の有効活用を図ることとします。 

   創作村については、設備の有効活用を図り、老朽化により主要設備の継続使用が難

しくなった時点で廃止します。 

   児童青少年センターについては、新設及び移設が必要な場合は、既存施設の多機能

化又は複合化による対応を図ります。 

   人権センター及び勤労者福祉施設については、利用実態を踏まえ、他の関連施設の

設置状況と市民ニーズを考慮し、整理統合を図ります。 

   農村環境改善センターについては、老朽化が進んでいることから、周辺施設の整備

状況や機能配置等を踏まえ、廃止を含めて検討する必要があります。 

   小田地区多目的集会施設については、当面は、現位置において既存施設の有効活用

を図りつつ、周辺施設の整備状況の進捗に合わせて機能移転を図ります。 

   白市交流会館については、当面は、現在の用途を維持し、将来的には、地域の活力

向上を図る観点から、施設のあり方について適宜見直しを行います。 

（２）管理及び運営の方向性 

   市民協働センターについては、引き続き、効果的・効率的な運営を図ります。 

   市民文化センター及び生涯学習センターについては、予防保全の観点から、適切な

維持管理及び修繕を計画的に実施することで、経年劣化の進行を抑制し、施設の長寿

命化を図るとともに、ライフサイクルコストを縮減します。 

高屋情報ラウンジについては、駅舎との一体構造を踏まえ、関係機関との緊密な連

携を図りつつ、適切な維持管理及び計画的な修繕の実施による施設の長寿命化と、ラ

イフサイクルコストの縮減に努めます。 
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   創作村については、改修や整備は、施設機能を維持するために必要な範囲にとどめ

ることとします。 

   児童青少年センターについては、今後も複合化を維持することとします。 

   人権センター及び勤労者福祉施設については、改修や整備は、施設機能を維持する

ために必要な範囲にとどめることとします。 

   農村環境改善センター、小田地区多目的集会施設及び白市交流会館に係る改修は、

施設機能を維持するために必要な範囲にとどめることとします。 

   各施設ともに、業務委託の対象を拡大する等、効果的・効率的な運営を図ることと

します。  
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１４ 文化施設                                

 

１ 施設グループの概要及び配置状況                         

  出土文化財管理センターは、河内町に設置しています。 

  歴史民俗資料館等及び文化財施設は、地域固有の歴史的な営みを踏まえて設置してい

ます。このうち、安芸津歴史民俗資料館は安芸津文化福祉センターと複合化し、民俗資

料展示室は地域センターと複合化しています。 

  文化財収蔵庫は、志和町に設置しています。 

  芸術文化ホール及び美術館は、西条町の利便性の高い中心地区に設置しています。 

  オオサンショウウオの宿は、豊栄町に設置しています。 

施設種別 区分 西条 八本松 志和 高屋 黒瀬 福富 豊栄 河内 安芸津 合計 

出土文化財管理センター ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 ‐ 1 

歴史民俗資料館等 

歴史民俗

資料館 1 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 3 

民俗資料

展示室 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 1 ‐ 2 

文化財収蔵庫 ‐  2 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2 

文化財施設 2 ‐ 1 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 4 

芸術文化ホール 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 

美術館 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 

オオサンショウウオの宿 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 ‐ ‐ 1 

旧久芳小学校 

（（仮称）新文化財センターへ改修予定）  

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 ‐ ‐ ‐ 1 

 

２ 施設の役割                                   

  出土文化財管理センターは、埋蔵文化財とその関係資料を適切に収蔵保存するととも

に、公開その他の方法で活用することによって、市民の文化財等に関する理解の増進に

資することを目的とする施設です。 

  歴史民俗資料館等は、民俗資料を収集し、保存を行うとともにこれを公開・活用し、

市民の文化財等に関する知識の向上に資することを目的とする施設です。 

  文化財収蔵庫は、国民共有の財産である文化財等を、適切に収蔵・保存することを目

的とする施設です。 

  文化財施設は、重要文化財・史跡等を保存するとともに活用を図り、市民の教養及び

文化の向上に寄与することを目的とする施設です。 

  芸術文化ホールは、市民の芸術及び文化活動の振興を図るとともに、市民交流の活性

化及び生涯学習の推進に資することを目的とする施設です。 

  美術館は、市民の美術に関する知識及び教養の向上に資するための施設です。 

  オオサンショウウオの宿は、豊栄町に広く生息し、地域資源でもある特別天然記念物

オオサンショウウオの一時保護と、その個体機能の回復を目的とする施設です。 

 

３ 現 状                                     

（１）施設のサービス圏域 

   各施設は、国民共有の財産である文化財や美術品の収蔵・保存及び活用並びに市内

外の教養及び文化の向上に資することを目的としており、市域を超えた広域をサービ

ス圏域としています。 

   オオサンショウウオの宿は、我が国にとって学術上特に価値の高いオオサンショウ

ウオの一時保護を目的としており、市内全域をサービス圏域としています。 
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（２）実施計画及び個別施設計画の対象 

   延床面積 50 ㎡以上の建築物を有する施設を実施計画の対象とし、延床面積 200 ㎡以

上の建築物を個別施設計画の対象とします。 

（３）今後のニーズ 

   出土文化財管理センターは、埋蔵文化財の保護を担う拠点として必要な施設であり、

市民の文化財への関心や教養の向上に対する志向の高まりとともに、市民ニーズが増

加すると考えられます。 

   歴史民俗資料館等は、民俗資料を保管活用する施設ですが、来館者は横ばい傾向に

あり、市民ニーズが急激に増減することは無いと考えられます。 

   文化財収蔵庫については、国民共有の財産を収蔵・保存するために必要な施設です

が、発掘調査や県等からの譲与及び移管によって文化財が増加し続けており、狭隘化

に対応する必要があります。 

   文化財施設は、国民共有の財産を保護し活用する施設であり、観光資源という側面

もあることから、今後も一定の市民ニーズがあると考えられます。 

   芸術文化ホールは、市内の芸術文化活動が活発であることから、引き続き、強い市

民ニーズが持続すると考えられます。 

   美術館は、美術品の収蔵と有効活用を図る施設であり、移転に伴い、適切な環境下

での美術品の管理・活用が促進され、優れた美術品に触れる場を求める市民ニーズが

増加すると考えられます。 

   オオサンショウウオの宿は、個体数の減少と外来種との交雑が深刻なことから、引

き続き、保護に対する市民ニーズが継続すると考えられます。 

（４）特記事項 

   なし。 

 

４ 今後の方針                                   

（１）基本的な配置の方向性 

   文化財施設、芸術文化ホール、美術館及びオオサンショウウオの宿については、現

在位置において既存施設の有効活用を図ることとします。 

   文化財の収蔵については、用途廃止した旧久芳小学校及び出土文化財管理センター

において集約化を進めます。 

（２）管理及び運営の方向性 

   出土文化財管理センターは、資産価値を保全する観点から、当面の期間、適切な維

持管理及び修繕を計画的に実施することで、経年劣化の進行を抑制します。 

   文化財施設、芸術文化ホール、美術館及びオオサンショウウオの宿については、予

防保全の観点から、適切な維持管理及び修繕を計画的に実施することで、経年劣化の

進行を抑制し、施設の長寿命化を図ります。 

   その他の施設は、統廃合を含む施設の再編を視野に、改修は施設機能の維持に最低

限必要な範囲にとどめることとします。 

   各施設について、業務委託の対象を拡大する等、効果的・効率的な運営を図ること

とします。 
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１５ スポーツ施設                              

 

１ 施設グループの概要及び配置状況                         

  それぞれのサービス圏域を考慮して、次のとおり設置しています。 

施設種別 区分 西条 八本松 志和 高屋 黒瀬 福富 豊栄 河内 安芸津 合計 

市民 

体育 

施設 

市民体育館 ‐ ‐ 2 ‐ ‐ ‐ 1 1 ‐ 4 

プール ‐ ‐ ‐ ‐ 1 ‐ 1 ‐ ‐ 2 

グラウンド ‐ 1 1 ‐ 2 1 2 3 1 11 

テニスコート ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 ‐ ‐ 1 

屋内球技場 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 ‐ ‐ 1 

コミュニティス

ポーツ広場 
1 ‐ 1 4 ‐ 1 1 1 ‐ 9 

パークゴルフ場 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 ‐ 1 ‐ 2 

グリーンスポー

ツセンター 
1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 

海洋センター ‐ ‐ ‐ ‐ 1 ‐ ‐ ‐ 1 2 

 

２ 施設の役割                                   

  市民体育施設は、体育館、プール、グラウンド等で、スポーツの普及及び振興を図り、

日常生活における運動、スポーツ活動に対する関心を高め、市民の心身の健全な発達に

寄与することを目的とする施設です。 

  コミュニティスポーツ広場は、身近な地域でスポーツを楽しむ場を提供し、健康的か

つ積極的な地域ぐるみの体力つくりを通した、コミュニティづくりに資することを目的

とする施設です。 

  グリーンスポーツセンターは、恵まれた自然環境に親しむことにより、市民の体力つ

くり及び野外活動の振興を図り、市民の心身の健全な育成に寄与することを目的とする

施設です。 

  海洋センターは、スポーツ・レクレーションの振興により、市民の健康増進及び青少

年の健全育成を図るとともに、地域住民等の交流、交歓等を行い、活発なコミュニティ

活動を促進することを目的とする施設です。 

 

３ 現 状                                     

（１）施設のサービス圏域 

   黒瀬屋内プール及び福富・河内パークゴルフ場は、市外からの利用者も多いため市

域を超えた広域をサービス圏域としています。 

   コミュニティスポーツ広場は、概ねそれぞれの住民自治協議会の範囲をサービス圏

域としています。 

   他のスポーツ施設は、市内全体をサービス圏域にしています。 

（２）実施計画及び個別施設計画の対象 

   延床面積 50 ㎡以上の建築物を有する施設を実施計画の対象とし、延床面積 200 ㎡以

上の建築物を個別施設計画の対象とします。 

（３）今後のニーズ 

   スポーツ施設は、市民の心身の健全な発達に資する施設であり、一定のニーズもあ

ることから、各地域において多様な種目へ対応できる施設が必要ですが、老朽化が進

み利用率の低い施設は、廃止も含め検討する必要があります。 

（４）特記事項 

   なし。 
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４ 今後の方針                                   

   各地域の施設を引き続き維持管理します。新設が必要な場合は、費用対効果を考慮

した上で適正規模での整備を行い、利用率が低い施設は、劣化度や機能重複の状況を

踏まえ、地域間の配置バランスを考慮しつつ廃止も含めて再編を推進します。 

   利用率が低い施設の改修や整備は、施設機能を維持するために必要な範囲にとどめ

るなど費用対効果を踏まえて対応します。 
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１６ 交通関連施設                             

 

１ 施設グループの概要及び配置状況                          

  交通結節点及び西条町の中心市街地に設置しています。 

施設種別 西条 八本松 志和 高屋 黒瀬 福富 豊栄 河内 安芸津 合計 

駐車場 6 1 ‐ ‐ 1 ‐ ‐ 1 2 11 

自転車駐車場 11 4 ‐ 6 3 ‐ ‐ 1 2 27 

公衆便所 2 1 ‐ 1 ‐ ‐ ‐ ‐ 1 5 

事務所・待合所 2 ‐ ‐ ‐ 1 ‐ ‐ ‐ 1 4 

 

２ 施設の役割                                   

  駐車場及び自転車駐車場は、駐車場法等に基づき、道路交通の円滑化及び良好な生活

環境の確保に資するとともに、利用する者の利便を図るため、自動車や自転車等の駐車

を目的とする施設です。 

  公衆トイレは、環境衛生を向上させるとともに公衆の利便性を高め、快適な生活環境

を形成することを目的とする施設です。 

  交通結節点における事務所・待合所は、待合いその他公共交通機関を利用する者の利

便を図ることを目的に設置する施設です。 

 

３ 現 状                                     

（１）施設のサービス圏域 

   駐車場は市内全域をサービス圏域とし、自転車駐車場は町単位をサービス圏域とし

ています。 

   公衆トイレ及び事務所・待合所は、主に交通結節点に設置されていることから、施

設利用者等の行動範囲をサービス圏域としています。 

（２）実施計画及び個別施設計画の対象 

   延床面積 50 ㎡以上の建築物を有する施設を実施計画の対象とし、強固な構造体を有

する西条駅前第 1 自転車駐車場・西条駅前駐車場・西条岡町駐車場を個別施設計画の

対象とします。 

（３）今後のニーズ 

   中心市街地の整備等によって都市機能の集積が見込まれるため、今後も高い市民ニ

ーズが継続していくと考えられます。 

（４）特記事項 

   なし。 

 

４ 今後の方針                                   

   中心市街地の回遊性向上や交通モード間の乗継のための交通結節点等に必要な施設

ですが、設置当初の目的を果たした施設は廃止し、新たな施設が必要な場合は、費用

対効果を踏まえ、適正規模の整備を行います。 

   指定管理者制度や民間委託等の運営形態の検討を行うとともに、業務委託の対象を

拡大する等、効果的・効率的な運営を図ります。  
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１７ 消防署                                 

 

１ 施設グループの概要及び配置状況                         

  東広島市消防局庁舎は基幹施設として西条町に設置し、各消防署分署については、救

急等に対する出動から到着までの所要時間等を考慮し設置しています。 

施設種別 西条 八本松 志和 高屋 黒瀬 福富 豊栄 河内 安芸津 竹原 大崎上島 合計 

消防署 1 1 ‐ 1 1 ‐ 1 1 1 2 1 10 

 

２ 施設の役割                                   

  消防署は、消防組織法の定めるところによって、市民の安心・安全な暮らしを確保す

るために、消防職員・緊急車両の常備及び各種災害・救急対応並びに本市の消防事務処

理を行う総合的な拠点施設です。 

 

３ 現 状                                     

（１）施設のサービス圏域 

   東広島市消防局庁舎は全市的な基幹施設であり、各消防署分署については、広域連

携及び応援体制があることから、全施設が市域を超えた広域をサービス圏域としてい

ます。 

（２）実施計画及び個別施設計画の対象 

   独立した建築物を有する全ての施設を実施計画の対象とし、延床面積 200 ㎡以上の

建築物を個別施設計画の対象とします。 

（３）今後のニーズ 

   人口増加地域、高齢化地域においては市民ニーズの増加が見込まれ、その他の地域

においても一定の市民ニーズが見込まれることから、市民の安全・安心な暮らしを守

る施設としての必要性が今後も増加すると考えられます。 

（４）特記事項 

   なし。 

 

４ 今後の方針                                   

   地域の特性や災害リスクを綿密に分析し、火災・救急・救助・予防を含めた消防全

体の体制を総合的に考慮し、適正配置を進めていきます。 
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１８ 消防ポンプ格納庫                           

 

１ 施設グループの概要及び配置状況                         

  東広島市消防団の組織に関する規則に定められた消防団分団の管轄区域ごとに設置し

ています。 

施設種別 西条 八本松 志和 高屋 黒瀬 福富 豊栄 河内 安芸津 合計 

消防ポンプ格納庫 9 5 4 5 22 7 7 6 14 79 

 

２ 施設の役割                                   

  消防の機械器具を格納し、非常時の消防団の出動を容易にすることを目的とした災害

拠点施設であり、消防団員の団結の場でもあります。 

 

３ 現 状                                     

（１）施設のサービス圏域 

   東広島市消防団の組織に関する規則に定められた消防団分団の管轄区域をサービス

圏域としています。 

（２）実施計画及び個別施設計画の対象 

   独立した建築物を有する全ての施設を実施計画の対象とし、延床面積 200 ㎡以上の

建築物を個別施設計画の対象とします。 

（３）今後のニーズ 

   市民の安全・安心な暮らしを守る施設であり、人口増加地区においては、今後も市

民ニーズが増加することが見込まれますが、緊急車両等の到着時間を踏まえて設置す

ることから、設置における市民ニーズの影響は少ないと考えられます。 

（４）特記事項 

   主に合併旧町において分散して設置されているため、老朽化した格納庫を順次統廃

合し、待機室等を備えた統合格納庫の整備を進めています。 

 

４ 今後の方針                                   

   １分団につき１統合格納庫を原則として、老朽化した格納庫の集約を図り、施設数

を削減します。 

   既存施設の改修や整備は、施設機能を維持するために必要な範囲にとどめ、統合格

納庫への集約を推進します。 
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１９ 無線基地                               

 

１ 施設グループの概要及び配置状況                         

  無線基地は、消防局が管轄するエリア全域において安定した通信環境が確保できるよ

うに、次のとおり設置しています。 

施設種別 西条 八本松 志和 高屋 黒瀬 福富 豊栄 河内 安芸津 大崎上島 合計 

無線基地 ‐ 1 ‐ ‐ 1 ‐ 1 1 ‐ 1 5 

 

２ 施設の役割                                   

  無線基地は、消防局が使用する無線の中継基地であり、市民の安全・安心な暮らしを

確保するため、消防情報の伝達を行うことを目的とする施設です。 

 

３ 現 状                                     

（１）施設のサービス圏域 

   無線基地は、管轄エリアにおいて消防情報の伝達を行うための施設であることから、

市域を超えた広範囲のエリアをサービス圏域としています。 

（２）実施計画及び個別施設計画の対象 

   延床面積 50 ㎡以上の建築物を有する施設を実施計画の対象とし、延床面積 200 ㎡以

上の建築物を個別施設計画の対象とします。 

（３）今後のニーズ 

   無線基地は、市民の安全・安心な暮らしを守る施設であり、現状よりも安定した通

信環境を確保するために、機能拡充の必要性が増加すると考えられますが、消防無線

の伝達を行うことを目的として設置する施設であることから、設置に対する市民ニー

ズの直接の影響は少ないと考えられます。 

（４）特記事項 

   なし。 

 

４ 今後の方針                                   

   現在の配置を維持するとともに、新たな施設が必要な場合は、費用対効果を考慮し

た上で、適正規模での整備を行います。 
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２０ 医療施設                                

 

１ 施設グループの概要及び配置状況                         

  休日診療所は、全市的な施設として西条町の東広島保健医療センター内に設置してい

ます。 

施設種別 西条 八本松 志和 高屋 黒瀬 豊栄 福富 河内 安芸津 合計 

休日診療所 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 

 

２ 施設の役割                                   

  休日診療所は、休日・夜間における診療を確保するとともに、急病に対する応急処置

を行い、住民の健康の保持を図ることを目的とした施設です。 

 

３ 現 状                                     

（１）施設のサービス圏域 

   休日診療所は、休日・夜間における全市的な初期救急医療機関として、市内全域を

サービス圏域としています。 

（２）実施計画及び個別施設計画の対象 

   東広島保健医療センターは区分所有の建物であり、本市単独での方針決定は困難で

あることから、実施計画及び個別施設計画の対象としません。 

（３）今後のニーズ 

   休日診療所は、本市における初期救急医療機関の要として、市民の健康の保持を担

っていることから、人口増減や地域に関わらず、今後も市民ニーズが一定程度見込ま

れると考えられます。 

（４）特記事項 

   なし。 

 

４ 今後の方針                                   

   現在の配置を維持しますが、休日・夜間における初期救急の医療体制を充実するた

め、診療機能の拡充等施設規模の見直しが必要になった場合は、費用対効果を考慮し

た上で、適正規模での整備を行います。 
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２１ 福祉施設                               

 

１ 施設グループの概要及び配置状況                         

  総合福祉センターは、全市的な基幹施設として西条町に設置しています。地域福祉セ

ンターは、合併旧町における利便性の高い中心地区にある支所の近隣又は支所と同居し

て設置しています。 

  安芸津地域福祉推進施設（ひだまりの家）は、１階は常設型サロン、２階は自立支援

型グループホームを設置しています。 

  子育て・障がい総合支援センター（はあとふる）は、全市的な施設として西条町の利

便性の高い中心地区に設置し、サンスクエア東広島内及びハローズ東広島店内へ分散配

置しています。 

施設種別 西条 八本松 志和 高屋 黒瀬 豊栄 福富 河内 安芸津 合計 

総合福祉センター 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 

地域福祉センター ‐ ‐ ‐ ‐ 1 1 1 1 1 5 

安芸津地域福祉推進施設 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 1 

子育て・障がい総合支援センター 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 

 

２ 施設の役割                                   

  総合福祉センターは、高齢者、心身障がい者等に対して各種の福祉サービスを提供す

るとともに、市民に対する保健サービスを充実し、併せて市民及び市民組織の協力によ

る福祉保健活動を助長することで、総合的に市民の福祉と健康の増進を図ることを目的

とする施設です。 

  地域福祉センターは、市民の生活文化の向上、社会福祉の増進及び地域における保健

活動の充実を図ることを目的とする施設です。 

  安芸津地域福祉推進施設は、要援護高齢者等が住み慣れた地域の中で、加齢や孤独感

の不安を解消し、できるだけ自立生活を保てるよう管理・運営している施設です。 

  子育て・障がい総合支援センターは、子育て支援及び障がい者の地域生活支援に関す

る事業を一体的かつ統合的に推進することにより、児童の健やかな成長と障がい者の福

祉の増進に資することを目的とし、基幹型子育て支援センター、家庭児童相談室、ファ

ミリー・サポート・センター、地域子育て支援センター及び障がい者相談支援センター

を有する施設です。 

 

３ 現 状                                     

（１）施設のサービス圏域 

   総合福祉センターは、本市における福祉事業の基幹施設として市内全域をサービス

圏域としています。地域福祉センターは、主に合併旧町において福祉相談や健康増進

のための事業等を提供する施設として町単位をサービス圏域とします。 

   安芸津地域福祉推進施設は、東広島市全域をサービス圏域としていますが、セラピ

ー＆サロンについては県立安芸津病院に通院する竹原市民の利用も想定し、竹原市と

管理運営規約を定めており、市域を超えたサービス圏域としています。 

   子育て・障がい総合支援センターは、子育て支援及び障がい者の地域生活支援に関

する事業を実施する全市的な施設として、市内全域をサービス圏域としています。 

（２）実施計画及び個別施設計画の対象 

   延床面積 50 ㎡以上の建築物を有する施設を実施計画の対象とし、延床面積 200 ㎡以

上の建築物を個別施設計画の対象とします。 
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（３）今後のニーズ 

   総合福祉センター及び地域福祉センターについては、高齢社会の進行や法改正など

の必要に応じて福祉サービスを提供する場として、今後も必要性が増加し、総合福祉

センターは、福祉サービスの基幹施設として、地域福祉センターは、地域における福

祉サービスを担う施設として、人口減少地区においても市民ニーズが増加していくと

考えられます。 

   安芸津地域福祉推進施設については、高齢化の進展により要援護高齢者が今後も増

加するものと見込まれており、高齢者が自立生活を保つ取組みに対して、行政ニーズ・

市民ニーズ共に増加すると考えられます。 

   子育て・障がい総合支援センターについては、子育て支援と障がい者の生活の総合

的な相談支援を行う施設として、今後も行政ニーズが増加し、子育て、障がいに関す

る専門的相談や子どもの居場所を求める市民ニーズについても、今後も増加すると考

えられます。 

（４）特記事項 

   なし。 

 

４ 今後の方針                                   

（１）基本的な配置の方向性 

   総合福祉センターについては、既存施設の有効活用を図ることとします。 

   地域福祉センターについては、既存施設の有効活用を図るとともに、将来的には、

周辺施設と複合化することで拠点性を高め、地域共生社会づくりの中核的な施設とし

ての機能の充実を図ります。 

   安芸津地域福祉推進施設については、既存施設の有効活用を図るとともに、将来的

には、民間の取組みを支援することにより、同様の事業効果の発揮を目指します。 

   子育て・障がい総合支援センターについては、現在の配置を維持しますが、移設が

必要な場合は、周辺施設との複合化や既存施設の有効活用を図ります。 

（２）管理及び運営の方向性 

   総合福祉センター及び地域福祉センターについては、予防保全の観点から、適切な

維持管理及び修繕を計画的に実施することで、経年劣化の進行を抑制し、施設の長寿

命化を図るとともに、ライフサイクルコストを縮減します。また、大規模改修を実施

する際は、各施設の利用実態を踏まえて方針を決定します。 

   安芸津地域福祉推進施設は、予防保全の観点から、必要な修繕を行うことにより、

経年劣化の進行を抑制しますが、建替え及び大規模改修については、耐用年数を考慮

し、必要性を検討した後に方針を決定します。 

   子育て・障がい総合支援センターについては、管理体制及び運営手法のあり方を検

討しつつ、効果的・効率的な運営を図ることとします。  
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２２ 庁舎等                                

 

１ 施設グループの概要及び配置状況                         

  市役所本庁舎は、全市的な基幹施設として西条町に設置しています。 

  支所・出張所は、各町における利便性の高い中心地区に設置しています。 

  書庫は、市役所本庁舎に近い西条町に設置しています。 

  倉庫は、既存の余剰スペース等を活用して設置しています。 

  防災倉庫は、分散備蓄するため西条町のほか北部、東部、南部に設置しています。 

施設種別 区分 西条 八本松 志和 高屋 黒瀬 福富 豊栄 河内 安芸津 合計 

庁舎 

市役所

本庁舎 
1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 

支所・

出張所 
‐ 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

書庫 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 

倉庫 1 ‐ ‐ 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2 

防災倉庫等 3 ‐ ‐ ‐ ‐ 1 - 1 2 7 

 

２ 施設の役割                                   

  市役所本庁舎及び支所・出張所は、地方自治法等の規定に基づき、主に市長の権限に

属する事務を分掌させることを目的とする施設です。 

  書庫は、公文書の適切な保管を目的とする施設です。 

  倉庫は、市役所及び支所・出張所を補完し、公務上必要な備品等を保管する倉庫です。 

  防災倉庫とは、市民の生命と財産を守るため、災害等の非常時に必要となる食料、生活

必需品、防災資機材等を備蓄し、迅速かつ効果的に供給することを目的とする施設です。 

３ 現 状                                     

（１）施設のサービス圏域 

   市役所本庁舎は、全市的な行政サービスの拠点として、市内全域をサービス圏域と

しています。支所・出張所は、各町における行政サービスの拠点として、町単位をサ

ービス圏域としています。 

   防災倉庫は、災害時における必需品を一括して備蓄し、効果的に供給することを目

的としており、市内全域をサービス圏域としています。 

（２）実施計画及び個別施設計画の対象 

   延床面積 50 ㎡以上の建築物を有する施設を実施計画の対象とし、延床面積 200 ㎡以

上の建築物を個別施設計画の対象とします。 

（３）今後のニーズ 

   市役所本庁舎及び支所・出張所については、行政機能の基幹施設であり、今後は市

民ニーズの多様化及び複雑化が想定されますが、長期的には、人口減少に伴いニーズ

総量が減少していくと考えられます。また、支所・出張所については、地域の中心に

位置することから、複合施設化等を推進すれば、地域における拠点施設としての役割

が高まってくるものと考えられます。 

   書庫については、地方分権の進展等に伴い保存する公文書が増加傾向にあることか

ら、一定の保管スペースを確保する必要があります。 

   防災倉庫については、市民の安全・安心な暮らしを守る施設であり、近年の災害発

生頻度の増加や災害規模の拡大、感染症対策などから、今後もニーズが増加すること

が見込まれます。 

（４）特記事項 

   なし。  
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４ 今後の方針                                   

   市役所本庁舎、支所・出張所は、原則として各町における利便性の高い拠点地区に

設置することとし、将来的には、周辺施設と複合化することで拠点性を高めるととも

に、地域共生社会づくりの中核的な役割を担うことを目指します。 

   書庫及び倉庫については、既存施設や用途廃止した施設等の活用を原則とし、新規

整備を抑制します。 

   防災倉庫については、災害への即応性を確保する必要があること、及び、避難所の

環境改善や感染症対策に伴い、備蓄量と品目が増加していることから、既存施設の有

効活用のほか、新たな施設整備も含めて、分散備蓄を推進します。 

   倉庫については、施設機能を維持するために必要な修繕のみにとどめ、適切な管理

によって収蔵量を抑制します。 
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２３ 公園                                 

１ 施設グループの概要及び配置状況                         

  公園には、都市公園、地域公園、児童遊園、自然公園、農村公園及び親水公園が含ま

れ、次のとおり設置しています。 

施設種別 区分 西条 八本松 志和 高屋 黒瀬 福富 豊栄 河内 安芸津 合計 

都市公園 

街区公園 171 92 10 83 38 ‐ ‐ 12 9 415 

近隣公園 4 1 ‐ 3  ‐ ‐ ‐ ‐ 8 

総合公園 1 1 ‐ ‐ 1 ‐ ‐ ‐ ‐ 3 

運動公園 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 

地域公園 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 4 ‐ ‐ ‐ 4 

児童遊園 ‐ ‐ ‐ 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 

自然公園 1 ‐ ‐ ‐ 1 2 1 1 2 8 

農村公園 ‐ ‐ ‐ 1 ‐ ‐ 1 2 ‐ 4 

親水公園 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 ‐ 1 

 

２ 施設の役割                                   

  都市公園には、街区公園、近隣公園、総合公園及び運動公園があり、都市に緑地とオ

ープンスペースを提供し、都市環境の改善、都市の防災性の向上等、市民の憩いと地域

活性化を目的とする、都市公園法に定められた施設です。 

  地域公園及び農村公園は、地域住民の健康福祉の増進及び地域コミュニティの醸成を

図ることを目的とした施設です。 

  児童遊園は、児童に健全な遊び場を与えることにより、健康と体力の増進を図り、も

ってその情操を豊かにすることを目的とする施設です。 

  自然公園は、恵まれた自然環境にある森林を保護するとともに、その優れた自然環境

に触れ合える場の整備を図ることで、市民の福祉の向上及び都市と地域の住民の交流に

よる緑化意識の高揚に資することを目的とした施設です。 

  親水公園は、市民に憩いの場を提供することにより、市民の福祉の向上を図ることを

目的とした施設です。 

 

３ 現 状                                     

（１）施設のサービス圏域 

   都市公園のうち、街区公園は、市民の日常生活圏域において身近に利用される公園

として、地域コミュニティの範囲をサービス圏域としています。近隣公園は、市街化

区域における住区基幹公園として、住民自治協議会の範囲をサービス圏域としていま

す。総合公園は、市民全体に総合的なレクリエーションの場を提供する都市基幹公園

として、市全域をサービス圏域としています。東広島運動公園は、本市におけるスポ

ーツ施設の基幹施設であり、市域を超えた広域をサービス圏域としています。 

   地域公園及び農村公園は、地域コミュニティの醸成を目的としていることから、地

域コミュニティの範囲をサービス圏域としています。 

   児童遊園は、地域コミュニティの範囲をサービス圏域としています。 

   自然公園及び親水公園は、市内全域をサービス圏域としています。 

（２）実施計画及び個別施設計画の対象 

   延床面積 50 ㎡以上の建築物を有する施設を実施計画の対象とし、東広島運動公園の

施設を個別施設計画の対象とします。 
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（３）今後のニーズ 

   公園には様々な機能があり、市民の憩いの場としての機能だけでなく、防災拠点と

しての機能も備えていると見直されています。 

   特に、東広島運動公園は、本市におけるスポーツの基幹施設として中央に位置する

公園であり、全市域・広域都市圏からの利用者も多く、今後も、市民ニーズが増加し

ていくと考えられます。 

（４）特記事項 

   都市公園については、東広島市公園施設長寿命化計画を策定し、公園の施設などの

予防保全と計画的な更新に取り組んでいます。 

 

４ 今後の方針                                   

   既存施設の有効活用を図るとともに、公園内に管理が必要となる建築物を新設する

場合は、費用対効果を考慮した上で、適正規模での整備を行います。 

   公園施設長寿命化計画や点検等の結果に基づき、公園施設の修繕・更新等を行いま

す。 
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２４ 下水道施設                              

 

１ 施設グループの概要及び配置状況                         

  下水道施設は、各処理区域内等に、次のとおり設置しています。 

施設種別 西条 八本松 志和 高屋 黒瀬 福富 豊栄 河内 安芸津 合計 

公共下水道施設 3 1 ‐ 1 1 1 1 ‐ 2 10 

産業団地汚水処理施設 ‐ 1 1 ‐ 1 ‐ ‐ ‐ ‐ 3 

農業集落排水処理施設 ‐ ‐ 1 ‐ 2 ‐ ‐ 1 ‐ 4 

  実施計画対象施設については、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

２ 施設の役割                                   

   公共下水道施設（流域関連、特定環境保全公共下水道を含む。）は、市街化における

生活や工場などの事業活動から生じる、し尿及び雑排水を汚水処理場や汚水排水管等

により衛生的に処理し、公共用水域の水質保全を図ること、並びに雨水を雨水排水管

等により適切に排除することを目的とする施設です。 

   産業団地汚水処理施設は、産業団地内の事業所から生じる、し尿及び生活雑排水を

汚水処理場や汚水排水管等により衛生的に処理すること、並びに各事業所内で適切に

処理された事業所排水を専用排水管等により、公共用水域へ排除することを目的とす

る施設です。 

   農業集落排水処理施設は、農業振興地域内の農業集落における、し尿及び生活雑排

水を排除するための排水管等の排水施設及び最終的に処理するために設けられる処理

施設により、し尿及び生活雑排水を排除及び処理することを目的とする施設です。 

 

３ 現 状                                     

（１）施設のサービス圏域 

   公共下水道施設は、東広島市公共下水道の処理区域をサービス圏域としています。 

   産業団地汚水処理施設は、東広島市産業団地汚水処理施設設置及び管理条例に定め

られた処理区域をサービス圏域としています。 

   農業集落排水処理施設は、東広島市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する

条例に定められた処理区域をサービス圏域としています。 

（２）実施計画及び個別施設計画の対象 

   延床面積 50 ㎡以上の建築物を有する施設を実施計画の対象とし、令和６年度に策定

した下水道施設の「第２期ストックマネジメント計画」に基づく施設更新を進めると

ともに、「上下水道耐震化計画」及び「終末処理場等耐水化計画」に基づいた施設の耐

震化・耐水化も合わせて実施していきます。 

また、施設の統廃合を図ることにより効率的に事業を継続するため、管理施設の全

施設について個別施設計画の対象とします。 

 

 

 

 

 

施設種別 施設数 管路延長（ｍ） 

公共下水道施設（汚水） 8 537,275 

公共下水道施設（雨水） 1 92,677 

産業団地汚水処理施設 2 16,393 

農業集落排水処理施設 4 46,292 



           第２次東広島市公共施設等総合管理計画               

61 

（３）今後のニーズ 

   現在、未普及解消区域等での管渠の整備を進めているため、新規に下水道接続する

人口（水洗化人口）が増加しています。このことから、今後も汚水処理施設のニーズ

は増加していくものと予想しています。加えて、産業団地の新規開発や宅地開発によ

り人口が増加傾向の地域では、さらに汚水量や下水道使用者が増加することが見込ま

れ、ニーズはますます増加するものと予想されます。 

 一方で、既に管渠の整備が完了し、新たな下水道接続の見込みが低い地域や人口が

減少している地域では、汚水処理施設のニーズは、現状維持又は減少していくものと

考えられます。 

（４）特記事項 

   なし。 

 

４ 今後の方針                                   

（１）基本的な配置の方向性 

   汚水適正処理構想に基づき、計画的かつ効率的な汚水処理施設の適正配置を推進し

ます。 

   処理場施設等の耐用年数や費用対効果を勘案し、集約可能な施設の統廃合を推進し

ます。 

（２）管理及び運営の方向性 

   管渠については、災害時の緊急輸送路・避難経路等、施設が埋設された路線の重要

度や管路口径の大きさ等、施設の社会的重要性や陥没等が発生した際の影響を踏まえ、

被害規模（影響度）を算定します。また、施工年度や硫化水素による腐食等、老朽度・

腐食度から危険性の発生確率を算定します。これらを勘案してリスクの大きさを評価

の上、点検・調査及び修繕・改築の優先順位を決定し、優先度の高い施設から計画的

に管内カメラ等により点検・調査を実施します。 

   汚水処理場等については、「第２期ストックマネジメント計画」での点検・調査によ

る診断結果に基づき、施設更新を進めながら評価、見直しを行い、定期的に点検・診

断等を実施します。 

   将来的な処理水量見込みや老朽化を勘案し、適切な時期に施設の増設や長寿命化対

策（施設更新）に合わせた耐震化並びに耐水化を推進するとともに、点検・調査計画

及び修繕・改築計画の実施による評価、見直しを行いながら、施設情報を蓄積し、ス

トックマネジメント計画を推進していきます。 
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２５ 道路                                 

 

１ 施設グループの概要及び配置状況                         

  道路には、幹線である１級、２級市道とその他の市道、農道、林道が含まれます。ま

た、市道のトンネルは 3 か所あり、今坂トンネルは昭和 58 年、小竹上神トンネルは平成

４年、しろやまトンネルは平成７年に整備されています。 

 

（路線数）              【市道】令和 7 年 3 月時点【農道・林道】令和 7 年 11 月時点 

施設種別 西条 八本松 志和 高屋 黒瀬 福富 豊栄 河内 安芸津 合計 

１級(幹線)市道 28 11 5 9 16 3 5 21 7 105 

２級(幹線)市道 25 15 13 18 20 8 8 20 28 155 

その他の市道 967 538 389 674 421 347 295 472 229 4,332 

市道合計 1,020 564 407 701 457 358 308 513 264 4,592 

農道 318 120 204 377 380 207 465 244 37 2,352 

林道 9 14 11 13  8 19 10 12 14 110 

 

（総延長・道路面積）         【市道】令和 7 年 3 月時点【農道・林道】令和 7 年 11 月時点 

施設種別 総延長(ｍ) 道路面積(㎡) 

１級（幹線）市道 284,748 2,338,927 

２級（幹線）市道 240,069 1,327,820 

その他の市道 1,747,201 7,599,780 

市道合計 2,272,018 11,266,527 

農道 376,696  

林道 165,415  

 

（トンネル）                            令和 7 年 3 月時点 

トンネル名 実延長（ｍ） 車道幅員(ｍ) 高さ(ｍ) 

今坂トンネル 348 6.0 4.5 

小竹上神トンネル 205 6.5 4.5 

しろやまトンネル 377 7.0 4.6 

 

２ 施設の役割                                   

  市道は、交通機能及び空間機能としての役割を持っています。また、地域間をつなぐ

道路が人や物の流れを変え、生活や地域経済を活性化する役割を担っています。 

  交通機能としては、車両等の走行空間としての機能、交通の利便性を高める機能、土

地利用を促進する機能などがあります。 

  空間機能としては、ライフライン等を埋設する収容空間としての機能、防災空間とし

ての機能、生活環境を向上させる機能などがあります。 

  農道は、農作業の効率化や生産コストの低減、効率的で安定的な農業経営の確立など

を図る役割を持っています。 

  林道は、林業の合理的経営、森林の集約的管理、林業の振興などを図る役割を持って

います。 
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３ 現 状                                     

（１）施設のサービス圏域 

   １級、２級市道は、幹線道路として市内全域をサービス圏域としており、その他の

市道、農道、林道は、生活道路として地域を単位としたサービス圏域において利用さ

れています。 

（２）実施計画及び個別施設計画の対象 

   建築物を含まないため実施計画の対象外とし、舗装及びトンネルを個別施設計画の

対象とします。 

（３）今後のニーズ 

   幹線道路については、防災対策や交通安全対策など、安全・安心な暮らしを支える

機能に対して、今後も市民の高いニーズが見込まれます。 

   また、物流の効率化や観光を支援し、産業を支える施設として、企業等の高いニー

ズが見込まれます。 

   生活道路（その他の市道、農道、林道）については、地域活動の根幹をなす施設と

してのニーズが見込まれ、今後も適切な維持管理が必要です。 

   トンネルについては、近年では通常の利用だけでなく、災害時における役割など、

人や物流の移動以外の側面も再認識されつつあり、重要性はさらに高まっていくと考

えられます。 

（４）特記事項 

   なし。 

 

４ 今後の方針                                   

  道路パトロール、市民からの通報、目視による点検等により、異常箇所の早期発見に

努め、速やかに維持補修を行うことで施設の健全性を保持します。 

  舗装については、修繕計画に基づき、より重要かつ損傷の大きい箇所を優先して修繕

するなど、効率的な管理に努めます。 

  トンネルについては、定期点検結果に基づき、修繕計画を策定し、適切な修繕を順次

実施します。 

  幹線道路については、災害時に国、県と連携し安全確保に努めます。 

  新たな路線整備を行う際には、限られた財源の中で真に必要かつ利用者の満足度を高

める整備を計画的かつ効率的・効果的に推進します。 

  都市計画道路の整備には長期間を要する場合があり、社会情勢等の変化があれば、都

市計画決定当時の状況とは大きく異なっている可能性があります。そのため、長期未着

手都市計画道路については、必要に応じて路線の変更や廃止等の見直しを行います。 
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２６ 橋りょう                               

 

１ 施設グループの概要及び配置状況                         

  橋りょうは、実延長約 16,000m、面積約 101,000 ㎡となっています。本市が管理する道

路橋の多くは昭和 35 年から平成 2年にかけて建設されたものであり、橋りょうの老朽化

が進んでいます。 

 

(本数)                               令和 7 年 3 月時点 

施設種別 西条 八本松 志和 高屋 黒瀬 福富 豊栄 河内 安芸津 合計 

橋りょう 309 149 154 205 147 83 109 147 143 1,446 

  

施設種別 鋼橋 ＲＣ橋 ＰＣ橋 その他 合計 

橋りょう 165 629 379 273 1,446 

 ※ＲＣ橋(鉄筋コンクリート橋)、ＰＣ橋(プレストレスト・コンクリート橋) 

 ※他、農道及び林道に 151 橋(実延長 1,235ｍ、面積 7,335 ㎡)が設置されている。 

  

２ 施設の役割                                   

  橋りょうは、道路の一部として多くの人や物の移動に利用され、人々の活動の利便性、

快適性の向上に役立っています。 

 

３ 現 状                                     

（１）施設のサービス圏域 

   橋りょうは、道路の一部として市内全域をサービス圏域としています。 

（２）実施計画及び個別施設計画の対象 

   建築物を含まないため実施計画の対象外とし、市道橋、農道橋及び林道橋を個別施

設計画の対象とします。 

（３）今後のニーズ 

   橋りょうは、防災対策や交通安全対策などの面からも地域の安全・安心な暮らしを

支えており、今後も市民の高いニーズが見込まれます。 

（４）特記事項 

   なし。 

 

４ 今後の方針                                   

  橋長２ｍ以上の市道橋りょうを 5 年毎に点検するとともに、早期に措置が必要な橋り

ょうについて順次補修を行い、予防保全型の維持管理を実施します。 
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２７ 河川構造物                                 

 

１ 施設グループの概要及び配置状況                         

  本市が管理する河川構造物は、揚排水機場の６施設です。 

施設種別 西条 八本松 志和 高屋 黒瀬 福富 豊栄 河内 安芸津 合計 

揚排水機場 1 ‐ ‐ 1 ‐ ‐ ‐ ‐ 4 6 

 

２ 施設の役割                                   

  河川は、洪水などの自然災害から守る治水機能、水道水及び農業用水としての貴重な

水源としての利水機能、町にうるおいを与え自然環境の一部として自然を育みまちづく

りに貢献する環境機能を保持しています。 

  また、揚排水機場については、内水はん乱を防ぐことを目的とし、下流河川又は海域

の水位が高く自然流下が不可能な状態において強制的に排水することが主な役割です。 

  これにより浸水被害を軽減することができます。 

 

３ 現 状                                     

（１）施設のサービス圏域 

   河川は、市内全域をサービス圏域としています。 

   揚排水機場は、西条町、高屋町及び安芸津町をサービス圏域としています。 

（２）実施計画及び個別施設計画の対象 

   建築物を含まないため実施計画の対象外とし、揚排水機場６施設を個別施設計画の

対象とします。 

（３）今後のニーズ 

   まちづくり及び環境に大きな役割を持つことから、自然災害の防止とともに、地域

と連携した河川の整備・保全が求められています。 

（４）特記事項 

   なし。 

 

４ 今後の方針                                   

  定期点検と日常や災害対応時のパトロールにより、異常箇所の発見に努め、施設の損

傷が軽微である早期段階に修繕を実施する予防保全型の維持管理によって、機能を保全

し、施設の長寿命化を図るとともに、維持管理コストの低減を図ります。 

  施設の新規整備・更新を計画的に実施する際には、所定の耐震基準に基づいた構造で

整備します。 
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２８ 港湾・漁港                              

 

１ 施設グループの概要及び配置状況                         

  港湾施設は、安芸津港港湾区域内に、漁港施設は、大芝北漁港区域及び大芝南漁港区

域内に設置しています。また、港湾区域内及び漁港区域内には、海岸保全施設も設置し

ています。 

 

（港湾施設） 

施設種別 施設数 具体的な施設 

外郭施設 24 防波堤、護岸 

係留施設 20 岸壁、浮き桟橋、物揚場 

臨港交通施設 9 道路、駐車場 

その他施設 14 船だまり、荷さばき地、緑地等 

合計 67  

 

（漁港施設） 

施設種別 施設数 具体的な施設 

外郭施設 19 防波堤、護岸 

係留施設 14 係船岸、浮桟橋、物揚場等 

輸送施設 3 道路 

その他施設 10 泊地等 

合計 46  

 

（海岸保全施設） 

施設種別 施設数 具体的な施設 

港湾海岸保全施設 17 護岸 

漁港海岸保全施設 8 護岸 

合計 25  

 

２ 施設の役割                                   

  港湾施設は、水陸交通の結節点で物流や旅客輸送等を円滑に行うための施設です。 

  漁港施設は、漁船が停泊して出漁準備や漁獲物を陸揚げするための施設です。 

  海岸保全施設は、背後地の人命や財産を津波や高潮等の災害から防護するための施設

です。 

 

３ 現 状                                     

（１）施設のサービス圏域 

   港湾施設及び漁港施設のサービス圏域は、安芸津町です。 

（２）実施計画及び個別施設計画の対象 

   建築物を含まないため実施計画の対象外とし、全ての施設を個別施設計画の対象と

します。 

（３）今後のニーズ 

   安芸津港は、島しょ部との交流拠点であり、安芸津桟橋でのフェリー乗降客は、年々

増加しており、今後もニーズが増加していくものと考えられます。 

   漁港については、現在、漁業の後継者が減少している状況ですが、今後の後継者育

成等に伴う将来の漁業環境に対応できるよう、施設の現状を維持していきます。 
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（４）特記事項 

   なし。 

 

４ 今後の方針                                   

  定期的な点検を行い、予防保全型の計画的な補修、更新を実施し、利用者等の安全を

確保するとともに、施設の長寿命化を図ります。 
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２９ その他の施設                             

 

１ 施設グループの概要及び配置状況                         

  本計画は公共施設等全体を対象としており、主なインフラ施設以外の様々な施設につ

いても、基本方針に従い適切に管理等を行っていく必要があります。 

  これらの、その他の施設に分類されるものには、下記のような施設があります。 

施設種別（一部抜粋） 数量 単位 

道路附属物（道路照明） 2,339 基 

     （防護柵） 197,700 ｍ 

     （道路反射鏡） 3,500 基 

     （排水ポンプ） 

     （横断歩道橋） 

7 

4 

箇所 

箇所 

調整池 115 箇所 

超高速ブロードバンド施設 (光ケーブル幹線及び支線) 1,699 ｋｍ 

 

２ 施設の役割                                   

  道路法面は、斜面に隣接した道路において安全かつ快適な道路空間を確保するために、

適切な切土及び法面保護工による法面の安定の確保及び自然斜面災害を防止することを

目的とする施設です。 

  道路照明は、夜間において、あるいはトンネル等の明るさが急変する場所において、

道路状況、交通状況を的確に把握するための視環境を確保し、道路交通の安全、円滑化

を図ることを目的とする施設です。 

  防護柵は、制御を失った車両が路外に逸脱することを防ぐための施設です。 

  道路反射鏡は、見通しの悪い交差点や曲がり角を通行する車両を、直接目視確認が困

難な場合に事故防止を目的として設置する補助施設です。 

  排水ポンプは、地下道のボックス等で雨水が自然排水できなくなった場合に、河川又

は水路に強制的に排水して浸水を防止することを目的とする施設です。 

  横断歩道橋は、歩行者の安全確保と交通の円滑化を目的として設置された施設です。 

  調整池は、集中豪雨などの局地的な出水により、河川の流下能力を超過する可能性の

ある洪水を河川に入る前に一時的に溜めて徐々に放流させ、局地的な氾濫を抑える機能

を有する施設です。 

  超高速ブロードバンド施設は、民間通信事業者による超高速インターネット接続サー

ビスが提供されず、今後も事業者によるサービス提供が見込めない地域に対し、超高速

ブロードバンドサービス（インターネット、ＣＡＴＶ）を提供することにより、地域間

情報格差の是正を図ることを目的とする施設です。 

 

３ 現 状                                     

  日常生活を支え、利便性の向上に資するこれらのインフラ施設の中には、経年劣化が

進行し、大規模修繕や更新の検討が必要な施設もあります。 

 

４ 今後の方針                                   

  他のインフラ施設と同様に、優先して保全すべき施設を中心に、定期的な点検及び診

断を実施し、予防保全型の維持管理手法の導入により施設の長寿命化を図ります。 

  また、計画的な修繕及び更新により施設の機能の維持を図るとともに、利用者の安全

を確保し、コストの縮減と平準化に努めます。 

  今後の利用需要を見据え、必要性が認められない施設は、集約や廃止、撤去等を行い

ます。 


